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■ 市会の動き

４ 月
日 曜日 本 会 議 委 員 会 等 議 員 会 等

7 月 公明党市議団議員会

9 水 市会運営委員会 自民党市議団議員会

民主・都みらい議員会

公明党市議団議員会

10 木 日本共産党市会議員団議員会

京都党市議団議員会

15 火 市会運営委員会

16 水 本会議 経済総務委員会

くらし環境委員会

まちづくり委員会

市会運営委員会理事会

自民党市議団議員会

日本共産党市会議員団議員会

民主・都みらい議員会

公明党市議団議員会

17 木 経済総務委員会

くらし環境委員会

まちづくり委員会

市会運営委員会

自民党市議団議員会

日本共産党市会議員団議員会

民主・都みらい議員会

公明党市議団議員会

京都党市議団議員会

18 金 本会議 市会改革推進委員会 自民党市議団議員会

日本共産党市会議員団議員会

民主・都みらい議員会

公明党市議団議員会

21 月 経済総務委員会

22 火 くらし環境委員会

23 水 教育福祉委員会 自民党市議団議員会

24 木 まちづくり委員会 日本共産党市会議員団議員会

25 金 交通水道消防委員会
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５ 月
日 曜日 本 会 議 委 員 会 等 議 員 会 等

7 水 京都党市議団議員会

9 金 市会運営委員会 自民党市議団議員会

日本共産党市会議員団議員会

公明党市議団議員会

12 月 自民党市議団議員会

日本共産党市会議員団議員会

民主・都みらい議員会

公明党市議団議員会

14 水 京都党市議団議員会

15 木 市会運営委員会 日本共産党市会議員団議員会

16 金 本会議 市会改革推進委員会 自民党市議団議員会

日本共産党市会議員団議員会

民主・都みらい議員会

公明党市議団議員会

19 月 市会運営委員会

市会運営委員会理事会

20 火 本会議 予算特別委員会

予算特別委員会第1分科会・第2分科会・

第3分科会合同委員会

市会運営委員会

自民党市議団議員会

日本共産党市会議員団議員会

民主・都みらい議員会

公明党市議団議員会

21 水 本会議 自民党市議団議員会

日本共産党市会議員団議員会

民主・都みらい議員会

公明党市議団議員会

22 木 予算特別委員会第1分科会

予算特別委員会第2分科会

予算特別委員会第3分科会

23 金 経済総務委員会

くらし環境委員会

教育福祉委員会

26 月 まちづくり委員会

交通水道消防委員会

市会運営委員会理事会

27 火 自民党市議団議員会

日本共産党市会議員団議員会

民主・都みらい議員会

公明党市議団議員会

28 水 自民党市議団議員会

日本共産党市会議員団議員会

民主・都みらい議員会

公明党市議団議員会

29 木 経済総務委員会

くらし環境委員会

教育福祉委員会

まちづくり委員会

交通水道消防委員会

予算特別委員会

市会運営委員会

自民党市議団議員会

日本共産党市会議員団議員会

民主・都みらい議員会

公明党市議団議員会

30 金 本会議 市会運営委員会理事会 自民党市議団議員会

日本共産党市会議員団議員会

民主・都みらい議員会

公明党市議団議員会
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６ 月
日 曜日 本会議 委 員 会 等 議 員 会 等

5 木 日本共産党市会議員団議員会

9 月 経済総務委員会

10 火 くらし環境委員会

11 水 教育福祉委員会

まちづくり委員会

公明党市議団議員会

12 木 日本共産党市会議員団議員会

13 金 交通水道消防委員会

19 木 日本共産党市会議員団議員会

20 金 市会改革推進委員会

23 月 経済総務委員会

24 火 くらし環境委員会（実地視察）

25 水 教育福祉委員会

26 木 まちづくり委員会 日本共産党市会議員団議員会

27 金 交通水道消防委員会（実地視察）

30 月 自民党市議団議員会
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７ 月
日 曜日 本 会 議 委 員 会 等 議 員 会 等

7 月 経済総務委員会

8 火 くらし環境委員会

9 水 教育福祉委員会

10 木 まちづくり委員会 日本共産党市会議員団議員会

11 金 交通水道消防委員会

15 火 市会運営委員会 自民党市議団議員会

日本共産党市会議員団議員会

民主・都みらい議員会

公明党市議団議員会

京都党市議団議員会

17 木 日本共産党市会議員団議員会

18 金 市会運営委員会

市会改革推進委員会

22 火 本会議 経済総務委員会

くらし環境委員会

まちづくり委員会

市会運営委員会理事会

自民党市議団議員会

日本共産党市会議員団議員会

民主・都みらい議員会

公明党市議団議員会

23 水 教育福祉委員会

交通水道消防委員会

24 木 くらし環境委員会

まちづくり委員会

市会運営委員会

自民党市議団議員会

日本共産党市会議員団議員会

民主・都みらい議員会

公明党市議団議員会

25 金 本会議 自民党市議団議員会

日本共産党市会議員団議員会

民主・都みらい議員会

公明党市議団議員会

29 火 経済総務委員会他都市調査（～31日）

31 木 日本共産党市会議員団議員会
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第２回定例会（４月開会市会）

会議の日時 4月16日（水） 開会 午前10時02分 散会 午前10時10分

開会宣告，開議宣告

会議録署名者の指名

諸般の報告

日程第1 会期の決定

日程第2～51 （議第109号 損害賠償の額の決定 ほか49件）

1 市長提案説明

2 常任委員会付託（別記1）

散会宣告

第２回定例会（４月開会市会）

会議の日時 4月18日（金） 開議 午前10時02分 散会 午前10時15分

開議宣告

会議録署名者の指名

日程第1 （報第1号 市税条例の一部改正 ほか1件）

1 経済総務委員長報告（とがし豊委員長）

[承認］

2 表決

⑴ 報第4号               起立（自，民，公，京，無，無）

⑵ 報第1号                          簡易 

日程第2 （報第2号 控訴の提起 ほか1件）

1 くらし環境委員長報告（鈴木マサホ委員長）

[承認］

日程第3 （議第109号 損害賠償の額の決定 ほか45件）

1 まちづくり委員長報告（国本友利委員長）

[原案可決]

散会宣告

■ 市会本会議



- 6 -

第２回定例会（５月市会）

会議の日時 5月16日（金） 開議 午前10時02分 延会 午前10時19分

開議宣告

会議録署名者の指名

諸般の報告

日程第1～46 （議第155号 26年度一般会計補正予算 ほか45件）

市長，副市長提案説明

延会宣告

第２回定例会（５月市会）

会議の日時 5月20日（火） 開議 午前10時01分 散会 午前10時58分

開議宣告

会議録署名者の指名

諸般の報告

日程第1 市会議長の辞職：橋村芳和議長 ―除斥―

（挨拶）（謝辞）

日程第2 市会議長の選挙 ―投票―

（挨拶：中村三之助議長）

日程第3 市会副議長の辞職：隠塚功副議長 ―除斥―

（挨拶）（謝辞）

日程第4 市会副議長の選挙 ―投票―

（挨拶：井上教子副議長）

日程第5～7 （議第155号 26年度一般会計補正予算 ほか2件）

予算特別委員会設置，付託の動議 しまもと 京司 議員

日程第8～50 （議第157号 執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部改正 ほか42

件）

常任委員会付託（別記2）

日程第51 （議第201号 監査委員の選任：小林正明） ―除斥―
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表決 起立（自，民，公，京，無，無）

日程第52 （議第202号 監査委員の選任：山岸隆行） ―除斥―

表決 起立（自，民，公，京，無，無）

日程第53 関西広域連合の議会の議員の補欠選挙（1名）

散会宣告

第２回定例会（５月市会）

会議の日時 5月21日（水） 開議 午前10時01分 散会 午後4時21分

開議宣告

議席の変更

会議録署名者の指名

一般質問 ⑴ 市政一般について  髙 橋 泰一朗 議員 

     ⑵ 市政一般について  加 藤 盛 司 議員 

     ⑶ 市政一般について  山 元 あ き 議員 

     ⑷ 市政一般について  西 野 さち子 議員 

     ⑸ 市政一般について  河 合 よう子 議員 

     ⑹ 市政一般について  小 林 あきろう 議員

     ⑺ 市政一般について  片 桐 直 哉 議員 

     ⑻ 市政一般について  曽 我   修 議員 

     ⑼ 市政一般について  平 山 よしかず 議員

散会宣告

第２回定例会（５月市会）

会議の日時 5月30日（金） 開議 午前10時02分 散会 午前11時16分

開議宣告

会議録署名者の指名

諸般の報告

日程第1 （議第155号 26年度一般会計補正予算 ほか2件）

1 予算特別委員長報告（津田大三委員長）

原案可決

議第155号及び174号に1個の付帯決議を付す
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2 討論

⑴ 議第155号及び174号         玉本なるみ 議員 

3 表決

⑴ 議第155号及び174号         起立（自，民，公，京，無，無）

⑵ 議第156号              簡易 

⑶ 付帯決議                  簡易 

日程第2 （議第157号 執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部改正 ほか2件）

1 経済総務委員長報告（とがし豊委員長）

[原案可決］

2 討論

⑴ 議第158号               井上けんじ 議員 

3 表決

⑴ 議第158号及び161号         起立（自，民，公，京，無，無）

⑵ 議第157号              簡易 

日程第3 （議第159号 区役所の名称及び位置に関する条例の一部改正 ほか1件）

1 くらし環境委員長報告（鈴木マサホ委員長）

[原案可決]

日程第4 （議第162号 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支

援対策推進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

理に関する条例の制定 ほか4件）

1 教育福祉委員長報告（田中明秀委員長）

[原案可決]

日程第5 （議第166号 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）都市計画事業崇

仁北部第一地区土地区画整理事業施行規程の一部改正 ほか31

件）

1 まちづくり委員長報告（国本友利委員長）

[原案可決]

日程第6 （議第170号 火災予防条例の一部改正）

1 交通水道消防委員長報告（山元あき委員長）

[原案可決]

2 表決

⑴ 議第170号                 簡易 

⑵ 付帯決議               簡易 

日程第7～21 （諮第1号 人権擁護委員の推薦 ほか14件）
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日程第22 （市会議第25号 「手話言語法」制定を求める意見書）

日程第23 （市会議第26号 鳥獣の捕獲促進体制強化の速やかな実施を求める意見書）

1 討論 樋口 英明 議員

2 表決 簡易

日程第24 （市会議第27号 若者雇用対策の総合的かつ体系的な推進を求める意見書）

日程第25，26 （市会議第28号 子ども・子育て支援新制度における幼児教育・保育等の「質の

向上」に関する意見書 ほか1件）

1 討論

         ⑴ 市会議第28号及び29号        河合ようこ 議員 

2 表決

⑴ 市会議第29号            起立（共） 

⑵ 市会議第28号            起立（自，民，公，京，無，無）

日程第27 （市会議第30号 中小企業の事業環境の改善を求める意見書）

日程第28，29 （市会議第31号 地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を求

める意見書 ほか1件）

1 討論

         ⑴ 市会議第31号及び32号        西村 善美 議員 

2 表決

⑴ 市会議第32号            起立（共，民，無（清水））

⑵ 市会議第31号            起立（自，民，公，京，無，無）

日程第30 （市会議第33号 中国・韓国で日本企業が安心して活動することができるための

対処を求める意見書）

1 討論 とがし 豊 議員

2 表決 起立（自，民，公，京，無，無）

散会宣告

第２回定例会（７月特別市会）

会議の日時 7月22日（火） 開議 午前10時01分 散会 午前10時09分

開議宣告

会議録署名者の指名
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諸般の報告

日程第1～47 （議第203号 動物園増築工事請負契約の締結 ほか46件）

1 市長提案説明

2 常任委員会付託

散会宣告

第２回定例会（７月特別市会）

会議の日時 7月25日（金） 開議 午前10時01分 散会 午前10時15分

開議宣告

会議録署名者の指名

日程第1 （議第203号 動物園増築工事請負契約の締結）

1 くらし環境委員長報告（鈴木マサホ委員長）

[原案可決］

日程第2 （議第204号 損害賠償の額の決定 ほか45件）

1 まちづくり委員長報告（国本友利委員長）

[原案可決]

2 討論 さくらい泰広 議員

3 表決 簡易

日程第3 （議員の派遣）

散会宣告

（注） 1 表中，自＝自民党市議団，共＝日本共産党市会議員団，民＝民主・都みらい，公＝公明

党市議団，京＝京都党市議団，無＝無所属を表す。

2 議事日程に挙がっていて，特に表決の記載のないものは，全会一致で簡易表決されたも

のである。
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（別記1）

議 案 付 託 表

（平成 26年４月 16 日付託）

付 託 委 員 会 議 案

経 済 総 務 委 員 会 報第 １ 号 京都市市税条例の一部を改正する条例の制定について

報第 ４ 号 地方独立行政法人京都市産業技術研究所が徴収する料金の

上限の認可について

くらし環境委員会 報第 ２ 号及び報第 ３ 号 控訴の提起について（２件）

まちづくり委員会 議第 109 号～議第 154 号 損害賠償の額の決定について（４６件）
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（別記2）

議 案 付 託 表

（平成 26 年５月 20 日付託）

付 託 委 員 会 議 案

経 済 総 務 委 員 会 議第 157 号 京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

議第 158 号 京都市市税条例の一部を改正する条例の制定について

議第 161 号 京都市宇多野ユースホステル条例の一部を改正する条例の

制定について

くらし環境委員会 議第 159 号 京都市区役所の名称及び位置に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について

議第 160 号 京都市個人市民税の控除対象となる特定非営利活動法人に

対する寄附金を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

教 育 福 祉 委 員 会 議第 162 号 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代

育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整理に関する条例の制定について

議第 163 号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立

の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例の制定について

議第 164 号 京都市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

議第 165 号 京都市保健所条例の一部を改正する条例の制定について

議第 200 号 京都市立小学校条例等の一部を改正する条例の制定につい

て

まちづくり委員会 議第 166 号 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）都市計画

事業崇仁北部第一地区土地区画整理事業施行規程の一部を

改正する条例の制定について

議第 167 号 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）都市計画

事業伏見西部第五地区土地区画整理事業施行規程の一部を

改正する条例の制定について

議第 168 号 京都市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例

の制定について

議第 169 号 京都市駐車場条例の一部を改正する条例の制定について

議第 171 号 府道京都広河原美山線道路改良（トンネル新設）工事請負

契約の変更について

議第 172 号 市道路線の認定について

議第 173 号 市道路線の廃止について

議第 175 号 訴えの提起について

議第 176 号～議第 199 号 損害賠償の額の決定について（２４件）

交通水道消防委員会 議第 170 号 京都市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
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■ 代表質問

月 日 質 問 事 項 質 問 者 答 弁 者

5月21日 1 府市協調と本市の果たす役割

2 子ども・子育て支援事業計画に基づく安心

安全な保育の提供

3 保育士の確保

4 子供の健全育成に向けた取組

5 空き家対策の総合的な推進

6 下水道資源の有効活用

髙橋泰一朗議員 門川市長

生田教育長

〃 1 府市における二重行政の解消

2 ごみ屋敷の解消に向けた条例の制定

3 路上での客引き行為の禁止に向けた取組

4 いじめ防止に向けた取組

5 祇園祭後祭の復興

加藤盛司議員 門川市長

藤田副市長

〃 1 中高生に対する競技スポーツ施策の充実

2 今後の地域水道事業

3 産業廃棄物の減量化

4 小中学校の体育館整備

山元あき議員 門川市長

塚本副市長

生田教育長
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月 日 質 問 事 項 質 問 者 答 弁 者

5月21日 1 消費税増税の影響

2 原発ゼロに向けた再生可能エネルギーの普

及促進

3 職員の計画的採用

4 職員の不祥事とコンプライアンスの徹底

5 市営住宅の計画的な建替え

6 南部クリーンセンター第二工場の建替え

西野さち子議員 門川市長

塚本副市長

足立環境政策局長

村上産業観光局長

黒田都市計画局長

〃 1 子どもの医療費助成制度の充実

2 子ども・子育て支援新制度

3 認可保育所の新設

4 保育士の処遇改善

5 市立芸術大学の移転

6 洛西ニュータウンのまちづくり

7 西京区の交通問題

8 敬老乗車証の改善

河合ようこ議員 門川市長

塚本副市長

藤田副市長

小笠原副市長

村上産業観光局長

髙木保健福祉局長

江口子育て支援政策監
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月 日 質 問 事 項 質 問 者 答 弁 者

5月21日 1 東京オリンピック・パラリンピックに合わ

せた文化イベントの開催

2 京都市交響楽団の今後の取組

小林あきろう議員 門川市長

藤田副市長

〃 1 人口減少社会に対する認識

2 高齢者の介護サービスの充実

3 空き家の適正管理対策

4 北部山間地域への移住支援

5 未婚のシングルマザーに対する支援

片桐直哉議員 門川市長

藤田副市長

江口子育て支援政策監
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月 日 質 問 事 項 質 問 者 答 弁 者

5月21日 1 京都未来交通イノベーション研究機構の立

上げと市民サービスの向上

2 水害発生時の情報連絡体制

3 水害時の避難所指定

4 避難所における住民リーダーの育成

5 学校給食における和食の推進

6 久我，久我の杜，羽束師地域の下水道整備

曽我修議員 門川市長

藤田副市長

水田公営企業管理者

生田教育長

〃 1 被災地支援の経験をいかした地域防災力向

上

2 介護保険制度における生活支援サービスの

充実・強化

3 区役所機能の強化と地域の活性化

4 観光振興と地域活性化

平山よしかず議員 門川市長

塚本副市長

藤田副市長
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市会運営委員会

会議の日時 4月9日（水） 開会 午前10時01分 散会 午前10時03分

会議の内容 1 平成26年京都市会第2回定例会について

 ⑴ 会期日程 

別記3のとおり決定する。

2 4月開会市会の審議日程について

 ⑴ 審議日程 

別記4のとおり決定する。

 ⑵ 16日の本会議 

会期の決定及び議案の説明聴取等の後，議案の処理を行う。午前10時に開会

することに決定する。

3 その他について

15日の午前10時に市会運営委員会を開き，16日の本会議の進め方などを協議す

る。

市会運営委員会

会議の日時 4月15日（火） 開会 午前10時01分 散会 午前10時03分

会議の内容 1 16日の本会議について

 ⑴ 会期の決定 

ｱ 平成26年京都市会第2回定例会 4月16日～3月20日（339日間）

ｲ 4月開会市会の審議期間 4月16日～18日（3日間）

 ⑵ 議案の取扱い 

ｱ 市長提出議案（議第109号 損害賠償の額の決定 ほか49件）

50件を一括上程し，市長から提案説明を聴いた後，所管の常任委員会に付

託する。

2 その他について

⑴ 市長公室広報担当及び市政記者等の本会議でのテレビ及び写真撮影等を，議

長が許可する。

 ⑵ 16日の正午に理事会を開き，付託議案の審査状況の確認と今後の審議日程に

ついて協議する。

市会運営委員会理事会

会議の日時 4月16日（水） 開会 午後0時03分 散会 午後0時05分

会議の内容 1 今後の審議日程等について

⑴ 委員会の審査状況 

経済総務委員長，くらし環境委員長，まちづくり委員長に出席を求め，付

託議案の審査状況を確認した。

■ 市会運営委員会及び理事会



- 18 -

⑵ 今後の審議日程 

次のとおり決定する。

17日 議員会

討論結了

経済総務委員会，くらし環境委員会，まちづくり委員会

（午後2時00分）

取りまとめ

市会運営委員会（午後4時00分）

18日 本会議

市会運営委員会

会議の日時 4月17日（木） 開会 午後4時01分 散会 午後4時03分

会議の内容 1 18日の本会議の順序及び議案の取扱い等について

⑴ 付託議案の取扱い 

ｱ 経済総務委員会（報第1号 市税条例の一部改正 ほか1件）

委員会は，承認と査定する。

自民，民主，公明，京都：全て賛成

共産：報第4号は反対，報第1号は賛成

報第4号は起立表決し，報第1号は簡易表決する。

ｲ くらし環境委員会（報第2号 控訴の提起 ほか1件）

委員会は，承認と査定する。

全会派：全て賛成

簡易表決する。

ｳ まちづくり委員会（議第109号 損害賠償の額の決定 ほか45件）

委員会は，原案可決と査定する。

全会派：全て賛成

簡易表決する。

 ⑵ その他について 

ｱ 18日の本会議は，午前10時に開会することに決定する。

ｲ 18日の本会議における市会説明員の出席要求については，通年議会の運用に

係る申合せに基づき，市長，副市長及び付議事件に関係する所管局長等の必

要最小限とする。

市会運営委員会

会議の日時 5月9日（金） 開会 午前10時02分 散会 午前10時06分

会議の内容 1 5月市会の審議日程について

⑴ 審議日程 

別記5のとおり決定する。

⑵ 16日，20日及び21日の本会議 

16日は議案の説明聴取等，20日は議案の処理，21日は代表質問を行う。い
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ずれも，午前10時に開会することに決定する。

⑶ 代表質問時間割 

別記6のとおり決定する。

2 市会改革推進委員会からの報告について

議長の下に，市会改革推進委員会における「直接傍聴の実施」についての報告

書が提出される。実施に当たっての必要な規定整備については，後日開会する市

会運営委員会で協議することとする。

3 副議長からの報告事項について

副議長から海外出張（ビエンチャン特別市訪問）の報告がある。

4 その他について

15日の午前10時に市会運営委員会を開き，16日の本会議の進め方などを協議す

る。

市会運営委員会

会議の日時 5月15日（木） 開会 午前10時01分 散会 午前10時04分

会議の内容 1 16日の本会議について

⑴ 審議期間の決定  5月16日～30日（15日間） 

⑵ 議案の取扱い 

ｱ 市長提出議案（議第155号 26年度一般会計補正予算 ほか45件）

46件を一括上程し，市長，副市長から提案説明を聴くにとどめる。

2 市会改革推進委員会要綱の一部改正等について

別記7のとおり市会改革推進委員会要綱を一部改正し，別記8のとおり同委員会

傍聴要綱を制定することに決定する。

3 その他について

19日の午前10時に市会運営委員会を開き，20日，21日の本会議の進め方などを

協議することに決定する。

市会運営委員会理事会

会議の日時 5月19日（月） 開会 午前9時33分 散会 午前9時45分

会議の内容 1 議長からの発言の申出について

議長から議長職を辞職したいとの発言があり，全会派が同意した後，議長から

挨拶があった。

2 議長の後任者について

自民：中村三之助議員を推薦

本会議で選挙する。

3 副議長からの発言の申出について

副議長から副議長職を辞職したいとの発言があり，全会派が同意した後，副議

長から挨拶があった。

4 副議長の後任について

共産：北山ただお議員を推薦
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公明：井上教子議員を推薦

本会議で選挙する。

5 監査委員の推薦について

市長から議長の下に，大西均委員，久保勝信委員の辞任に伴う後任候補者の推

薦依頼があったもの

自民，民主，公明，京都：小林正明議員，山岸たかゆき議員を推薦

共産：西野さち子議員を推薦

6 理事者からの発言について

 ⑴ 人事議案2件（監査委員の選任（小林正明議員，山岸たかゆき議員）） 

塚本副市長から20日の本会議に提出するとの申出があり，後刻開会する市会運

営委員会で取りまとめることとする。

7 議長からの諮問事項について

議長の下に，曽我修議員の関西広域連合議会議員の辞職に伴い，欠員となって

いる同議員1名の選出依頼があったもの

共産：井坂博文議員を推薦

民主：隠塚功議員を推薦

本会議で選挙する。

8 その他について

後刻予定されている市会運営委員会は，午前10時に開会することに決定する。

市会運営委員会

会議の日時 5月19日（月） 開会 午前10時02分 散会 午前10時07分

会議の内容 1 20，21日の本会議の順序及び議案の取扱いについて

⑴ 議長の辞職 

全会派：同意

先例に従い，本会議場で挨拶する。

⑵ 議長の選挙 

本会議で投票により行う。

⑶ 副議長の辞職 

全会派：同意

先例に従い，本会議場で挨拶する。

⑷ 副議長の選挙 

本会議で投票により行う。

⑸ 議案の取扱い 

ｱ 議第155号 26年度一般会計補正予算 ほか2件

全議員68名を委員とする予算特別委員会を設置し，付託することに決定す

る。

ｲ 議第157号 執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部改正 ほか42件

所管の常任委員会に付託することに決定する。

ｳ 追加議案（監査委員の選任 2件）
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自民，民主，公明，京都：全て賛成

共産：全て反対

提案説明及び委員会付託を省略のうえ，起立表決する。

 ⑹ 関西広域連合議会議員1名の選挙について 

本会議で投票により行う。

⑺ 一般質問 

時間割（別記9）のとおりとする。

なお，西野さち子議員及び片桐直哉議員から発言を補完するために物品等を

使用したい旨の届出書が提出されているとの報告がある。

また，市会説明員についても答弁に際して，発言を補完するために物品を使

用する場合があるとの報告がある。

2 その他について

⑴ 20日の本会議終了後に予算特別委員会を開会し，正副委員長の互選等を行

う。

⑵ 予算特別委員会の終了後，市会運営委員会を開会する。 

市会運営委員会

会議の日時 5月20日（火） 開会 午前11時08分 散会 午前11時10分

会議の内容 1 正副議長就任の挨拶について

中村三之助議長から挨拶があった。

2 議長からの諮問事項について

 ⑴ 社会福祉審議会委員の推薦 

市長から議長に依頼があった社会福祉審議会委員の推薦について，別記10

の備考欄のとおり推薦することに決定する。

3 議席の変更について

21日の本会議で,7番橋村芳和議員を56番に，56番大西均議員を55番に変更す

る（別記11のとおり）。

市会運営委員会理事会

会議の日時 5月26日（月） 開会 午後0時02分 散会 午後0時08分

会議の内容 1 今後の審議日程等について

⑴ 委員会の審査状況 

経済総務委員長，くらし環境委員長，教育福祉委員長，まちづくり委員長，

交通水道消防委員長，予算特別委員長に出席を求め，付託議案の審査状況を確

認した。

⑵ 今後の審議日程 

次のとおり決定する。

27，28日 議員会

29日 討論結了

経済総務委員会，くらし環境委員会，教育福祉委員会
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（午後2時00分）

まちづくり委員会，交通水道消防委員会 （午後2時30分）

予算特別委員会（午後3時00分）

取りまとめ

市会運営委員会（午後5時00分）

30日 本会議

2 理事者発言について

⑴ 追加議案（人権擁護委員の推薦 15件） 

各会派で検討し，29日の市会運営委員会で取りまとめることとする。

⑵ 7月特別市会及び9月市会の審議日程 

日程案（別記12，別記13）を各会派で検討し，30日の本会議終了後の市会運

営委員会理事会で取りまとめることとする。

市会運営委員会

会議の日時 5月29日（木） 開会 午後8時40分 散会 午後8時51分

会議の内容 1 30日の本会議の順序及び議案の取扱いについて

 ⑴ 発言の取消し 

西野さち子議員から，5月21日の本会議における一般質問の発言を一部取り

消したい旨の申出があり，議長において措置することとする。

⑵ 付託議案の取扱い 

ｱ 予算特別委員会（議第155号 26年度一般会計補正予算 ほか2件）

委員会は，原案可決と査定する。

自民，民主，公明，京都：全て賛成

共産：議第155号及び174号は反対，議第156号は賛成。玉本なるみ議員が

議第155号及び174号に対する反対討論を行う。

玉本なるみ議員の討論の後，議第155号及び174号は起立表決し，議第156号

は簡易表決する。

付帯決議は簡易表決する。

ｲ 経済総務委員会（議第157号 執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一

部改正 ほか2件）

委員会は，原案可決と査定する。

自民，民主，公明，京都：全て賛成

共産：議第158号及び161号は反対，議第157号は賛成。井上けんじ議員

が議第158号に対する反対討論を行う。

井上けんじ議員の討論の後，議第158号及び161号は起立表決し，議第157

号は簡易表決する。

ｳ くらし環境委員会（議第159号 区役所の名称及び位置に関する条例の一部改

正 ほか1件）

委員会は，原案可決と査定する。

全会派：全て賛成
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簡易表決する。

ｴ 教育福祉委員会（議第162号 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るた

めの次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例の制定 ほか4件）

委員会は，原案可決と査定する。

全会派：全て賛成

簡易表決する。

ｵ まちづくり委員会（議第166号 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計

画）都市計画事業崇仁北部第一地区土地区画整理事業施行規程の一部改正

ほか31件）

委員会は，原案可決と査定する。

全会派：全て賛成

簡易表決する。

ｶ 交通水道消防委員会（議第170号 火災予防条例の一部改正）

委員会は，原案可決と査定する。

全会派：賛成

簡易表決する。

付帯決議は簡易表決する。

⑶ 追加議案の取扱い  

ｱ 人権擁護委員の推薦 15件

全会派：全て賛成

簡易表決する。

⑷ 意見書案の取扱い 

ｱ 「手話言語法」制定を求める意見書

簡易表決する。

ｲ 鳥獣の捕獲促進体制強化の速やかな実施を求める意見書（自，民，公，京，

無，無）

共産：賛成。樋口英明議員が賛成討論を行う。

樋口英明議員の討論の後，簡易表決する。

ｳ 若者雇用対策の総合的かつ体系的な推進を求める意見書（自，民，公，京，

無，無）

共産：賛成

簡易表決する。

ｴ 子ども・子育て支援新制度における幼児教育・保育等の「質の向上」に関す

る意見書（自，民，公，京，無，無）

ｵ 子ども・子育て支援新制度の撤回を求める意見書（共）

自民，民主，公明，京都：ｵに反対

共産：ｴに反対。河合ようこ議員がｴに反対し，ｵに賛成する討論を行

う。

2件を一括議題とし，河合ようこ議員の討論の後，いずれも起立表決す
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る。

ｶ 中小企業の事業環境の改善を求める意見書（自，公，無，無）

共産，民主，京都：賛成

簡易表決する。

ｷ 地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を求める意見書

（自，公，無，無）

ｸ 地域医療・介護推進法案に関する意見書（共，民，無（清水））

自民，公明：ｸに反対

共産：ｷに反対。西村善美議員がｷに反対し，ｸに賛成する討論を行う。

民主：ｷに賛成

京都：ｷに賛成，ｸに反対

2件を一括議題とし，西村善美議員の討論の後，いずれも起立表決する。

ｹ 中国・韓国で日本企業が安心して活動することができるための対処を求める

意見書（民）

自民，公明，京都：賛成

共産：反対。とがし豊議員が反対討論を行う。

とがし豊議員の討論の後，起立表決する。

2 市会海外行政調査団の調査報告書について

昨年，実施した市会海外行政調査について，調査報告書が議長に提出されたこ

とが報告された。

3 その他について

 ⑴ 30日の本会議は午前10時に開会することに決定する。 

 ⑵ 30日の本会議終了後，市会運営委員会理事会を開会する。 

市会運営委員会理事会

会議の日時 5月30日（金） 開会 午前11時35分 散会 午前11時38分

会議の内容 1 7月特別市会及び9月市会の審議日程について

日程表（別記12，別記13）のとおり確認し，7月特別市会については7月15日

に，9月市会については9月12日に開会する市会運営委員会で改めて決定する。

2 理事者からの発言について

塚本副市長から，第14回世界歴史都市会議（9月2日から中国の揚州市で開催）

に派遣する代表団（市長が団長）への議員の参加要請があり，各会派で人選する

ことに決定する。

市会運営委員会

会議の日時 7月15日（火） 開会 午前10時02分 散会 午前10時04分

会議の内容 1 7月特別市会の審議日程について

 ⑴ 別記14のとおり決定する。 

 ⑵ 22日の本会議 

議案の説明聴取の後，議案の処理を行う。午前10時に開会することに決定す



- 25 -

る。

2 その他について

 ⑴ 18日の午前10時に市会運営委員会を開き，22日の本会議の進め方などを協議

する。

 ⑵ 22日の本会議における市会説明員の出席要求については，通年議会の運用に

係る申合せに基づき，市長，副市長及び付議事件に関係する所管局長等の必要最

小限とする。

市会運営委員会

会議の日時 7月18日（金） 開会 午前10時02分 散会 午前10時05分

会議の内容 1 22日の本会議について

 ⑴ 審議期間の決定  7月22日～25日（4日間） 

 ⑵ 議案の取扱い 

ｱ 市長提出議案（議第203号 動物園増築工事請負契約の締結 ほか46件）

47件を一括上程し，市長の提案説明を聴いた後，所管の常任委員会に付託す

ることに決定する。

 ⑶ その他 

22日の正午に市会運営委員会理事会を開き，付託議案の審査状況の確認と今

後の審議日程について協議する。

2 第14回世界歴史都市会議の出席者について

副議長のほか，各会派からの出席者について報告があり，25日の本会議で議決

により決定することとする。

市会運営委員会理事会

会議の日時 7月22日（火） 開会 午後0時02分 散会 午後0時04分

会議の内容 1 今後の審議日程等について

 ⑴ 委員会の審査状況 

くらし環境委員長及びまちづくり委員長に出席を求め，付託議案の審査状況

を確認した。

 ⑵ 今後の審議日程 

次のとおり決定する。

7月24日 議員会

討論結了

くらし環境委員会，まちづくり委員会（午後2時00分）

取りまとめ

市会運営委員会（午後3時30分）

25日 本会議

市会運営委員会
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会議の日時 7月24日（木） 開会 午後3時31分 散会 午後3時34分

会議の内容 1 25日の本会議について

 ⑴ 付託議案の取扱い 

ｱ くらし環境委員会（議第203号 動物園増築工事請負契約の締結）

委員会は，原案可決と査定する。

全会派：賛成

簡易表決する。

ｲ まちづくり委員会（議第204号 損害賠償の額の決定 ほか45件）

委員会は，原案可決と査定する。

自民：全て賛成。さくらい泰広議員が賛成討論を行う。

共産，民主，公明，京都：全て賛成

さくらい泰広議員の討論の後，簡易表決する。

 ⑵ 議員の派遣 

別記15のとおり第14回世界歴史都市会議に議員を派遣することとし，簡易表

決する。

 ⑶ その他 

25日の本会議は，午前10時に開会することに決定する。

2 市会改革推進委員会からの報告

議長の下に，市会改革推進委員会から「議員間討議の仕組み」についての報告

書が提出される。
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（別記3）

平成２６年京都市会第２回定例会の会期（案）

平成２６年４月１６日（水） ～ 平成２７年３月２０日（金）（３３９日間）
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（別記4）

月 日 曜日 備 考

7 ４・ ９ 水 告示 10:00 市会運営委員会

6 ・１０ 木

5 ・１１ 金

4 ・１２ 土

3 ・１３ 日

2 ・１４ 月

1 ・１５ 火 10:00 市会運営委員会

1 ・１６ 水 10:00 本会議 ＜招集＞ 委員会

2 ・１７ 木 (議員会） 委員会(討論結了）－市会運営委員会

3 ・１８ 金 10:00 本会議

本 会 議 等 委 員 会 等

４ 月 開 会 市 会 日 程 （案）

（２６．４．９）
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（別記5）

月 日 曜日 備 考

7 ５・ ９ 金 ＜議案発送＞ 10:00 市会運営委員会

6 ・１０ 土

5 ・１１ 日

4 ・１２ 月

3 ・１３ 火

2 ・１４ 水

1 ・１５ 木 10:00 市会運営委員会

1 ・１６ 金 10:00 本会議

2 ・１７ 土

3 ・１８ 日

4 ・１９ 月 市会運営委員会

5 ・２０ 火 10:00 本会議

6 ・２１ 水 10:00 本会議

7 ・２２ 木

8 ・２３ 金 委員会

9 ・２４ 土

10 ・２５ 日

11 ・２６ 月

12 ・２７ 火 (議員会）

13 ・２８ 水 (議員会）

14 ・２９ 木 委員会(討論結了）－市会運営委員会

15 ・３０ 金 10:00 本会議

本 会 議 等 委 員 会 等

５ 月 市 会 日 程 （案）

（２６．５．９）
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（別記6）

代 表 質 問 時 間 割 （案）

＊ 交 渉 会 派：基本時間４分＋２．５分×議員数 （答弁は質問時間の６割）

非交渉会派：実施しない。 （２７４分）

１０：００

１０：０４

自 民：９９分 質問 ６２分

答弁 ３７分

１１：４３

（休憩７７分）

１３：００

１３：０３

共 産：６２分 質問 ３９分

答弁 ２３分

１４：０５

民主・都：５９分 質問 ３７分

答弁 ２２分

１５：０４

（休憩２０分）

１５：２４

公 明：５４分 質問 ３４分

答弁 ２０分

１６：１８
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（別記7）

市会改革推進委員会要綱の一部改正（案） 新旧対照表

現 行 改正案

（傍聴の取扱い）

第１２条 委員会は，議員のほか，委員会にお

いて許可した者が傍聴することができる。

（傍聴）

第１２条 委員会は，これを傍聴することがで

きる。

２ 傍聴に関し必要な事項は，市会改革推進委

員会傍聴要綱の定めるところによる。

附 則

この要綱は，決定の日から施行する。
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（別記8）

市会改革推進委員会傍聴要綱（案）

（趣旨）

第１条 この要綱は，市会改革推進委員会要綱第１２条第２項の規定に基づき，傍聴に関

し必要な事項を定めるものとする。

（傍聴席の区分）

第２条 傍聴席は，一般席，車いす・盲導犬等傍聴席及び記者席に分ける。

２ 一般席は，次項及び第４項に掲げる席を利用する者以外の者の傍聴の用に供する。

３ 車いす・盲導犬等傍聴席は，車いす利用者又は身体障害者補助犬（身体障害者補助犬

法第２条に規定する身体障害者補助犬をいう。）を同伴する者の傍聴の用に供する。ただ

し，車いす利用者又は身体障害者補助犬を同伴する者がいない場合は，これを一般席と

することができる。

４ 記者席は，報道関係者の傍聴の用に供する。

（傍聴券の交付等）

第３条 委員会を傍聴しようとする者（報道関係者を除く。）は，次の各号に掲げる区分に

従い，当該各号に掲げる傍聴券の交付を受け，これを常に携帯しなければならない。

 ⑴ 一般席 一般傍聴券 

 ⑵ 車いす・盲導犬等傍聴席 車いす・盲導犬等傍聴券 

（傍聴券の交付枚数）

第４条 傍聴券の交付枚数は，次のとおりとする。

 ⑴ 一般傍聴券 ９枚 

 ⑵ 車いす・盲導犬等傍聴券 １枚 

２ 委員長は，第６条の規定により傍聴券の返還を受けたときは，当該返還を受けた傍聴

券の枚数を超えない範囲内で，同種の傍聴券を追加して交付することができる。

（傍聴券の交付方法）

第５条 傍聴券は，委員会の当日，市会受付において，当該委員会が開会する１時間前か

ら先着順に交付する。

（傍聴券の返還）

第６条 傍聴券の交付を受けた者は，傍聴を終えたときは，これを返還しなければならな

い。

（会議室への入退室）

第７条 傍聴券の交付を受けた者は，委員会が開会し，又は再開する１０分前から会議室

に入室することができる。

２ 傍聴券の交付を受けた者は，委員会の休憩中，退室しなければならない。ただし，休

憩時間が１０分以内である場合は，この限りでない。

（資料の配布）

第８条 委員長は，委員会で用いる資料を傍聴人に配布する。
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（会議室に入ることができない者）

第９条 次の各号のいずれかに該当する者は，会議室に入ることができない。

⑴ 棒，プラカード，つえ（疾病その他正当な理由がある場合を除く。）等人に危害を加

えるおそれのある物を携帯している者

⑵ 拡声器，鉢巻，腕章，たすき，ゼッケン，垂れ幕，のぼり，張り紙，ビラその他会

議の進行を妨害するおそれのある物を着用し，又は携帯している者

⑶ 酒気を帯びている者 

⑷ その他会議の進行を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者 

（傍聴人の守るべき事項）

第１０条 傍聴人は，次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

⑴ 会議の進行の妨げになる行為をしないこと。 

⑵ 他の傍聴者の迷惑になる行為をしないこと。 

⑶ 携帯電話その他音の発生する機器の電源を切ること。 

⑷ 飲食又は喫煙をしないこと。 

⑸ 録音又は撮影をしないこと。ただし，委員長の許可を得た者は，この限りでない。

（市会事務局職員の指示）

第１１条 傍聴人は，市会事務局職員の指示に従わなければならない。

（違反に対する措置）

第１２条 委員長は，傍聴人がこの要綱に違反したときは，当該違反行為を制止し，その

命令に従わないときは，当該者を退場させることができる。

附 則

この要綱は，決定の日から施行する。
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（別記9）

一 般 質 問 時 間 割

［５月２１日（水）］

１０時００分 開 議

１０時０４分

（髙 橋 泰一朗 議員） 質問時間 ２１分

答弁時間 １３分

１０時３８分

（加 藤 盛 司 議員） 質問時間 ２１分

答弁時間 １３分

１１時１２分

（山 元 あ き 議員） 質問時間 ２０分

答弁時間 １２分

１１時４４分

（休憩７６分）

１３時００分 再 開

１３時０３分

（西 野 さち子 議員） 質問時間 ２０分

答弁時間 １２分

１３時３５分

（河 合 ようこ 議員） 質問時間 １９分

答弁時間 １１分

１４時０５分

（小 林 あきろう議員） 質問時間 １９分

答弁時間 １１分

１４時３５分

（片 桐 直 哉 議員） 質問時間 １８分

答弁時間 １１分

１５時０４分

（休憩２０分）

１５時２４分 再 開

（曽 我 修 議員） 質問時間 １７分

答弁時間 １０分

１５時５１分

（平 山 よしかず議員） 質問時間 １７分

答弁時間 １０分

１６時１８分

※ 開議，再開の１分前にベルを入れる。
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（別記10）

職 名 人数 所 管 局 備 考

京都市社会福祉審議会委員 3 保健福祉局
議長
教育福祉委員会委員長

同 副委員長１人

※教育福祉委員会正副委員長のあて職分については，既に推薦済み。

各種審議会委員について

（２６．５．２０）
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（別記11）

議 席 図

演壇

事務局長 事 務 局市 長 ・ 副 市 長 議長

10

５４ ７６

９

８

11

12

18

21

19

22

20

23

24

14

1716
15

13

25

26

27

28
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31 32 33 34
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50 51 52 53 54
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60

61

62
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65
66 67 68 69 70

71
72
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２
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（別記12）

月 日 曜日 備 考

7 ７・１５ 火 ＜議案発送＞ 市会運営委員会

6 ・１６ 水

5 ・１７ 木

4 ・１８ 金 市会運営委員会

3 ・１９ 土

2 ・２０ 日

1 ・２１ 月祝

1 ・２２ 火 10:00 本会議 委員会

2 ・２３ 水 委員会

3 ・２４ 木 (議員会） 委員会(討論結了）－市会運営委員会

4 ・２５ 金 10:00 本会議

本 会 議 等 委 員 会 等

７ 月 特 別 市 会 日 程 （案）

（２６．５．２６）
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（別記13）

月 日 曜日 備 考

7 ９・ １２ 金 ＜議案発送＞ 市会運営委員会

6 ・ １３ 土

5 ・ １４ 日

4 ・ １５ 月祝

3 ・ １６ 火

2 ・ １７ 水

1 ・ １８ 木 市会運営委員会

1 ・ １９ 金 10:00 本会議 委員会

2 ・ ２０ 土

3 ・ ２１ 日

4 ・ ２２ 月 委員会

5 ・ ２３ 火祝

6 ・ ２４ 水 (議員会）

7 ・ ２５ 木 委員会(討論結了）－市会運営委員会

8 ・ ２６ 金 10:00 本会議

9 ・ ２７ 土

10 ・ ２８ 日

11 ・ ２９ 月 10:00 本会議

12 ・ ３０ 火 10:00 本会議

13 １０・ １ 水

14 ・ ２ 木

15 ・ ３ 金

16 ・ ４ 土

17 ・ ５ 日

18 ・ ６ 月

19 ・ ７ 火

20 ・ ８ 水 委員会

21 ・ ９ 木

22 ・１０ 金 市会運営委員会

23 ・１１ 土

24 ・１２ 日

25 ・１３ 月祝

26 ・１４ 火 10:00 本会議

27 ・１５ 水 自治記念日

28 ・１６ 木

29 ・１７ 金

30 ・１８ 土

31 ・１９ 日

32 ・２０ 月

33 ・２１ 火

34 ・２２ 水 (議員会）

35 ・２３ 木 (議員会）

36 ・２４ 金 委員会(討論結了）－市会運営委員会

37 ・２５ 土

38 ・２６ 日

39 ・２７ 月 10:00 本会議

９ 月 市 会 日 程 （案）
（２６．５．２６）

本 会 議 等 委 員 会 等
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（別記14）

月 日 曜日 備 考

7 ７・１５ 火 ＜議案発送＞ 10:00 市会運営委員会

6 ・１６ 水

5 ・１７ 木

4 ・１８ 金 10:00 市会運営委員会

3 ・１９ 土

2 ・２０ 日

1 ・２１ 月祝

1 ・２２ 火 10:00 本会議 委員会

2 ・２３ 水 委員会

3 ・２４ 木 (議員会） 委員会(討論結了）－市会運営委員会

4 ・２５ 金 10:00 本会議

本 会 議 等 委 員 会 等

７ 月 特 別 市 会 日 程 （案）

（２６．７．１５）



- 40 -

（別記15）

議員の派遣

地方自治法第１００条第１３項及び京都市会会議規則第１２８条の規定により，下記のと

おり議員を派遣する。

記

１ 派遣目的 第１４回世界歴史都市会議及び世界歴史都市連盟総会出席

２ 派遣場所 中華人民共和国揚州市

３ 派遣期間 平成２６年９月１日から９月６日まで

４ 派遣議員 加藤 盛司，井あきら，くらた共子，山本ひろふみ



- 41 -

経済総務委員会

会議の日時 4月16日（水） 開会 午前10時20分 散会 午前11時40分

会議の内容 1 理事者紹介（行財政局，産業観光局）

2 付託議案審査 2件

・報第1号 市税条例の一部改正

・報第4号 地方独立行政法人京都市産業技術研究所が徴収する料金の上限の認

可

経済総務委員会

会議の日時 4月17日（木） 開会 午後2時10分 散会 午後2時12分

会議の内容 1 付託議案審査 2件（討論結了）

 ⑴ 会派の検討結果 

自民，民主，公明，京都：全て承認

共産：報第4号は不承認，報第1号は承認

 ⑵ 審査結果 

表決の結果，報第4号は挙手多数，報第1号は全会一致により承認することに

決定する。

経済総務委員会

会議の日時 4月21日（月） 開会 午前10時03分 散会 午後6時46分

会議の内容 1 理事者紹介と事務事業概要の説明（各局別）

2 報告事項

・詐欺容疑による本市職員の逮捕について

・「京都市地域防災計画」の改正について

・「外郭団体のあり方の抜本的な見直し」について

・京都市土地開発公社の解散に向けた取組の進ちょく状況について

・電子情報のメール送信による情報セキュリティ違反事案について

・「京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）2014」の開催について

3 一般質問

・投票所におけるバリアフリー化の促進について

・投票管理者への報酬に消費税増税分を上乗せすることの必要性について

・民間企業等職務経験者採用における試験科目と宣誓書の提出義務について

・民間企業等職務経験者採用試験による採用職員の不祥事を受けての今後の選考

方法の見直しについて

・地方税法等改正への本市の対応について

・消費税率の引上げに伴う民間団体等への委託料等の上乗せについて

・特殊な工事等を発注する際の予定価格の積算の在り方について

■ 常任委員会
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・森林環境税の検討状況について

・リニア中央新幹線に係るアンケート項目への疑念とリニア中央新幹線の整備・

京都誘致に対する懸念について

・リニア中央新幹線の京都誘致に向けた市民の気運醸成と民間との連携の必要性

について

・雇用対策及び既存産業の振興に係る産業観光局の組織体制について

・力織機の設備更新に係る取組について

・熊本県で発生した高病原性鳥インフルエンザの現状と市民からの問合せ状況に

ついて

経済総務委員会

会議の日時 5月23日（金） 開会 午前10時02分 散会 午後5時37分

会議の内容 1 付託議案審査 3件

・議第157号 執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部改正

・議第158号 市税条例の一部改正

・議第161号 宇多野ユースホステル条例の一部改正

2 陳情審査

・陳情第86号 特定秘密の保護に関する法律廃止の要請

3 報告事項

・職員の懲戒処分について

・「京まちなかの活性化に向けた提案」について

・元京都市立貞教小学校跡地の活用について

4 一般質問

・市税滞納者へのきめ細かな対応の必要性について

・洛陽工業高校・伏見工業高校の跡地活用方針について

・大飯原発再稼働の差止め判決に対する本市の見解について

・今後の雇用対策と賃金の多面的な実態調査について

・着物を気軽に着用できる環境づくりと和装振興のための行政のサポート体制強

化の必要性について

・伝統産業従事者設備改修等事業補助制度における十分な現地調査の必要性につ

いて

・海外に広がる京都ブランドの保護の必要性について

・学校跡地活用に係る提案制度の流れについて

経済総務委員会

会議の日時 5月29日（木） 開会 午後3時24分 散会 午後3時28分

会議の内容 1 付託議案審査 3件（討論結了）

 ⑴ 会派の検討結果 

自民，民主，公明，京都：全て賛成

共産：議第158号及び161号は反対，議第157号は賛成
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 ⑵ 審査結果 

表決の結果，議第158号及び161号は挙手多数，議第157号は全会一致により

可決することに決定する。

経済総務委員会

会議の日時 6月9日（月） 開会 午前10時01分 散会 午後5時18分

会議の内容 1 報告事項

・「京都市職員力・組織力向上プラン」及び「京都市職員コンプライアンス推進

指針」の取組状況について

・中央卸売市場第二市場 新施設の概要について

2 一般質問

・原発事故に伴う避難計画及びプルーム対策について

・地域防災計画の地域の実情に合った運用及び市民への広報啓発の必要性につい

て

・災害時における京都御苑の施設の活用方法について

・原子力発電に依存しない社会の構築に向けた目標時期の設定の必要性について

・消費税増税分の使途について

・日本和装の取引実態の把握と行政としての今後の対策について

・中央卸売市場の名称について

・東京五輪を契機とした東京都との連携の下での京都の観光と産業の活性化につ

いて

・中小企業経営安定支援融資制度の拡充及び周知徹底の必要性について

・企業の設備投資に係る動向調査の必要性について

・太秦ライムライト及び琳派400年記念祭の広報について

・和装振興の観点からのスーパークールビズの導入も含めたクールビズの在り方

について

・リニア中央新幹線の整備に対する疑問と安全性への懸念について

・空港との関係性を視野に入れたリニア中央新幹線の誘致について

・電子自治体の推進と若手職員を活用したセキュリティ対策への取組について

3 要求資料

・人事評価制度に係る評価者研修及び勤務実績の給与反映の実施状況について

・関係業者等対応届及び贈与等報告書様式

経済総務委員会

会議の日時 6月23日（月） 開会 午前10時02分 散会 午後4時31分

会議の内容 1 報告事項

・軽自動車税の車検用納税証明書（口座振替利用者用）の再送付について

・「平成25年 京都観光総合調査」の結果について

・「市税事務所（仮称）」の開設について

2 一般質問
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・中小企業振興対策について

・京都・丹波口駅間の新駅設置に係る本市の費用負担の可能性及び地元との協議

の必要性について

・新駅設置の際の特定の地域のみに限定しない活性化策の必要性について

・国に対するリニア中央新幹線整備の撤回要求及び京都誘致の中止の必要性につ

いて

・リニア中央新幹線の建設に伴う環境への影響について

3 要求資料

・税務職員数について

経済総務委員会

会議の日時 7月7日（月） 開会 午前10時02分 散会 午後4時00分

会議の内容 1 理事者紹介（産業観光局）

2 報告事項

・山ノ内浄水場跡地（北側用地）活用の優先交渉事業者選定に係る事業者の公募

開始について

・マイナンバー活用推進プロジェクトチームの設置について

3 一般質問

・地方自治法の改正（総合区及び調整会議の設置）に伴う本市への影響について

・集団的自衛権の行使容認に対する見解について

・伝統産業従事者設備改修等事業補助制度の申請状況について

・西陣地域織物職人の工賃問題について

・イオンモール京都桂川店の出店に伴う経済的影響と対策について

・大店立地法改正の必要性について

・次期観光振興計画に掲げる観光消費額の目標値について

・観光トイレの整備について

・小規模企業振興基本法の本市における具体化策について

・臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の給付業務に係る委託費用と委

託に伴う個人情報流出のリスクについて

・市立芸術大学芸術資源研究センター開設記念事業の参加者等の感想と同センタ

ーの今後の運営方針について

4 要求資料

・京都市住宅供給公社が運営する洛西ニュータウン内の商業施設の賃料減額措置

について

経済総務委員会

会議の日時 7月22日（火） 開会 午前10時25分 散会 午後3時48分

会議の内容 1 請願審査

 ⑴ 継続審査 11件 

2 陳情審査
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・陳情第87号 地方自治体における政党機関紙の勧誘，配布，販売の実態調査及

び是正

・陳情第88号 地方自治体における政党機関紙の勧誘，配布，販売についての実

態調査の要請

3 報告事項

・次期京都市観光振興計画の骨子案について

4 一般質問

・国が進める農業政策について

・西京区・洛西地域の新たな活性化懇談会の運営の在り方について

・西京区・洛西地域の新たな活性化懇談会における女性委員の意見の重要性につ

いて

・リニア中央新幹線整備が環境に与える影響と事業の撤回について

・大阪市や経済団体によるリニア推進協議会発足への抗議の必要性について

5 要求資料

・宿泊施設の客室稼働率

くらし環境委員会

会議の日時 4月16日（水） 開会 午前10時22分 散会 午後0時02分

会議の内容 1 理事者紹介（環境政策局）

2 付託議案審査 2件

・報第2号 控訴の提起

・報第3号 控訴の提起

3 要求資料

・他の地方公共団体における大気常時監視自動計測器に係る損害賠償請求の解決

状況について

くらし環境委員会

会議の日時 4月17日（木） 開会 午後2時13分 散会 午後2時15分

会議の内容 1 付託議案審査 2件（討論結了）

⑴ 会派等の検討結果 

全会派：全て賛成

 ⑵ 審査結果 

ｱ 表決の結果，全会一致で全て可決することに決定する。

ｲ 付す意見の取りまとめは，正副委員長と各会派の代表に一任し，調整の結

果，意見を付さないことに決定する。

くらし環境委員会

会議の日時 4月22日（火） 開会 午前10時02分 散会 午後3時25分
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会議の内容 1 理事者紹介と事務事業概要の説明（各局別）

2 報告事項

・環境政策局職員による酒気帯び運転について

・京都市ごみ収集業務の在り方検討会議における「意見まとめ」について

・“京都をつなぐ無形文化遺産”「京・花街の文化－いまも息づく伝統伎芸とおも

てなし」の選定について

・府市協調で進めるスポーツ施設整備に係る整備実施計画等（案）の策定につい

て

3 請願審査

・継続審査 1件

4 一般質問

・脱原発に関する本市の方針について

・カラスネット貸出しについてのより一層の周知・広報の必要性について

5 要求資料

・京都市ごみ収集業務の在り方検討会議における，民間委託による財政効果やま

ごころ収集，市民アンケート調査に関する資料について

くらし環境委員会

会議の日時 5月23日（金） 開会 午前10時05分 散会 午後4時45分

会議の内容 1 付託議案審査 2件

・議第159号 区役所の名称及び位置に関する条例の一部改正

・議第160号 個人市民税の控除対象となる特定非営利活動法人に対する寄附金

を定める条例の一部改正

2 報告事項

・「京都市動物園サポーター制度（仮称）」の創設について

・「京都マラソン2014」の総括・検証，決算見込み，経済効果及び「京都マラソ

ン2015」大会概要について

・職員の懲戒処分について

・京都ならではの「雑がみの分別・リサイクル」の全市展開について

3 一般質問

・横大路運動公園における府市協調による施設整備の必要性について

・亀岡の球技場完成により西京極の球技場が被る影響について

・美術教室利用団体への支援の必要性について

・パラソフィア京都国際現代芸術祭開催に向けた本市の取組状況について

・クリーンセンター職員の送迎バスに係る住民監査請求及び一連の問題に対する

本市の対応について

・大飯原発第3，4号機差止め判決に対する本市の見解について

・関西電力への株主提案の内容について

・持続可能エネルギー社会に向けた全市的な機運の醸成の必要性について

4 要求資料
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・「京都マラソン2014」における経済波及効果及び市税増収効果の考え方につい

て

くらし環境委員会

会議の日時 5月29日（木） 開会 午後3時25分 散会 午後3時26分

会議の内容 1 付託議案審査 2件（討論結了）

⑴ 会派等の検討結果 

全会派：全て賛成

 ⑵ 審査結果 

表決の結果，全会一致で全て可決することに決定する。

くらし環境委員会

会議の日時 6月10日（火） 開会 午前10時3分 散会 午後1時35分

会議の内容 1 報告事項

・戸籍事務における不適切な事務処理について

・「京都マラソン2015」の大会要項等について

2 一般質問

・クリーンセンターの学習施設に係る建設費用の積算及び稼働状況について

・鴨川上流の産業廃棄物の撤去に係る府との協議内容，市としての取組及び上村

組逮捕について

3 要求資料

・京都マラソン2014に係る自動車交通総量抑制策及びＣＯ2削減（カーボン・オ

フセット）の取組結果について

・北部クリーンセンターの啓発展示施設の建設費用について

くらし環境委員会

会議の日時 7月8日（火） 開会 午前10時02分 散会 午後5時50分

会議の内容 1 報告事項

・「ごみ収集処理業務の更なる改革策（素案）」について

・京都市下京青少年活動センターの移転計画について

・「京都市客引き行為等対策懇談会」の開催及び今後の取組について

・平成27年度以降の市立浴場指定管理者の公募について

2 一般質問

・岡田山の民間事業者による試験撤去について

・雑がみの定点回収の状況について

・京都市美術館再整備基本計画の策定について

・戸籍事務における法令に違反した事務処理に対する全件調査の必要性について

3 要求資料

・ごみ収集業務において確保すべき直営体制の考え方について

・家庭ごみ収集運搬業務受託事業者収集員の作業事故の概要について
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・岡田山撤去事業の状況について

・京都市立浴場指定管理者公募に係る次期指定管理料の算出内訳及び人件費算出

の考え方について

・京都市美術館再整備に係る今後の予定について

・京都市美術館における貸館により開催された展覧会の減少分析について

くらし環境委員会

会議の日時 7月22日（火） 開会 午前10時25分 散会 午後4時13分

会議の内容 1 付託議案審査 1件

・議第203号 動物園増築工事請負契約の締結

2 報告事項

・2012（平成24）年度の温室効果ガス排出量について

3 一般質問

・ベネッセコーポレーションの情報流出に対する本市の認識及び動物園における

スタンプラリー等営利活動の中止の必要性について

・差別表現の落書きの記録における個人名の消去の是非について

・祇園祭における分別収集等によるごみゼロ大作戦の総括について

・南部クリーンセンター第二工場でのバイオマス化施設建設に対する疑念につい

て

・ごみ収集業務民間委託化における受託事業者と本市との関係について

・技能労務職員に係る任用制度について

・ごみ収集業務における収集ブロック体制，災害時の危機管理及び民間業者との

災害協定の締結状況について

4 要求資料

・新労務単価（平成26年2月改定）の適用等に関する国からの通知等について

・まち美化事務所ごとのブロック数及び世帯数等

・公衆衛生の維持の根幹に関わる業務の具体的内容

・民間事業者との災害協定に係る協議内容

・本市からの業務委託等において（株）ベネッセコーポレーションが個人情報を

入手することが可能な事業について（平成25年度～26年度）

くらし環境委員会

会議の日時 7月24日（木） 開会 午後2時08分 散会 午後2時11分

会議の内容 1 付託議案審査 1件（討論結了）

⑴ 会派等の検討結果 

全会派：全て賛成

 ⑵ 審査結果 

表決の結果，全会一致で全て可決することに決定する。
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教育福祉委員会

会議の日時 4月23日（水） 開会 午前10時02分 散会 午後5時30分

会議の内容 1 理事者紹介と事務事業概要の説明（各局別）

2 請願審査

 ⑴ 継続審査 1件 

 ⑵ 審議未了 3件 

・請願第171号 リハビリテーションセンター再編に向けての機能充実

・請願第239号 学童クラブ利用料金の値上げ中止

・請願第240号 市営保育所の民間移管反対

3 報告事項

・詐欺容疑による本市職員の逮捕について

・「ごみ屋敷等」「ペット霊園」「犬猫等ふん尿被害」対策検討プロジェクトチー

ムの検討状況について

・若杉学園再整備に関する事業実施法人の募集について

・学校給食用牛乳への「異物混入」について

4 一般質問

・手話言語法制定に向けた動きに対する認識について

・認可外保育施設等の実態把握の必要性について

・議会の意見も十分に踏まえた子供子育て支援事業の推進について

・臨時福祉給付金支給事業及び子育て世帯臨時特例給付金支給事業について

・和食を中心とする学校給食における味噌汁や京漬物等伝統的な食品の活用及び

伝統行事と関係のある和菓子の給食デザートへの活用について

・教育委員会におけるクラス名簿整備に関する検討状況と教育委員会の方針につ

いて

・東山泉小学校について（小学校免許を取得した５，６年生の教科担任の必要

性，６年生が小学校最高学年として自覚できる活動の確保，通学路の安全対

策，運動会についての要望）

・新たに導入した高校入試制度の検証について

・カラー化が進む教科書等に係る色覚異常の児童に対しての対応及び教師の意識

向上等への取組の必要性について

・新工業高校における定時制の位置付け及び増加が見込まれる自転車通学者への

対応について

・全国一斉学力テストにおける学校別の成績公表に対する考えについて

5 要求資料

・保護者へ配布する連絡網の作成状況について

教育福祉委員会

会議の日時 5月23日（金） 開会 午前10時03分 散会 午後3時26分
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会議の内容 1 付託議案審査 5件

・議第162号 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支

援対策推進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

理に関する条例の制定

・議第163号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定

・議第164号 福祉事務所設置条例の一部改正

・議第165号 保健所条例の一部改正

・議第200号 市立小学校条例等の一部改正

2 報告事項

・保健福祉局元職員の詐欺行為に係る再発防止策等について

・「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」支給事業に係るスケジ

ュール等について

・保育所入所児童，待機児童等の状況について

・学童クラブ事業等の登録状況について

・「京都市いじめ防止対策推進条例（仮称）」（案）の概要について

3 一般質問

・元弥栄中学校跡地活用事業に関わる週刊誌記事の真偽について

・教育委員会制度改革に対する本市の見解について

・コミュニティのツールとしてのクラス名簿の必要性について

・学校規模等に応じた経常運営費配分の基準について

・学校事務職員の適切な加配について

・入学準備金の円滑な給付について

・学校給食の食器の改善について

・みなし寡婦控除額を見込んだ保育料負担軽減の必要性について

・国民健康保険料の引下げ及び保険料の滞納整理の在り方について

・保育に係る施設・事業の認可基準等案の保護者への説明の必要性について

・保育事業における保育士資格の要件化について

・船岡乳児保育所の民間移管に伴う定員の削減について

4 要求資料

・学校園経常運営費の積算基準について

教育福祉委員会

会議の日時 5月29日（木） 開会 午後3時24分 散会 午後3時26分

会議の内容 1 付託議案審査 5件（討論結了）

 ⑴ 会派の検討結果 

全会派：全て賛成

 ⑵ 審査結果 

表決の結果，全会一致により全て可決することに決定する。
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教育福祉委員会

会議の日時 6月11日（水） 開会 午前10時02分 散会 午後1時32分

会議の内容 1 請願審査

⑴ 取下げ 1件 

・請願第242号 老人医療費支給制度の拡充

2 報告事項

・市立小学校教員の逮捕について

・山科区内の市立小学校での小学1年生への指導について

3 一般質問

・市立病院に関する投書の内容について

・生活保護世帯における高校生のアルバイト収入の取扱いについて

・成人用肺炎球菌ワクチンの定期接種化について

・難病患者に対する特例補装具（意思伝達装置）の支給の在り方について

・小中学校における学校教育活動に係る保護者負担の軽減について

教育福祉委員会

会議の日時 6月25日（水） 開会 午前10時02分 散会 午後5時38分

会議の内容 1 報告事項

・教職員の処分発令について

・春日野園（民営認可保育園）における児童頭がい骨骨折事案について

・地域あんしん支援員の試行配置について

・「子ども・子育て支援新制度における施設・事業の設備及び運営等に関する基

準」案に対する市民意見の募集について

・地方独立行政法人京都市立病院機構中期目標（案）に関する市民意見の募集に

ついて

2 一般質問

・中学校給食の提供温度や量の改善等について

・中学校給食における和食への取組について

・学校給食におけるアレルギー対策について

・高校生の就職支援について

・小中学校における英語教育の取組状況及び京都ならではの実践的英語力プログ

ラムとその充実について

・外国語指導助手（ALT）の雇用形態について

・教育委員の議論の下での教科書採択の必要性について

・地元企業と青少年科学センターの連携による展示の充実について

・総合育成支援員の適切な配置及び専門性の確保について

・パニックになった児童のクールダウンの場所の確保について

・熱中症防止のための運動時の注意喚起の指標の策定について

・排尿障害に関する取組の推進について
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・介護予防給付の地域支援事業への移行について

・生活保護電算システムの見通しについて

・生活保護の実施要領改正に伴うケースワーカーの体制の充実について

・生活福祉資金の貸付けによるエアコン設置について

・生活保護費の夏季加算について

3 要求資料

・登録児童1人当たり面積1.65㎡未満の学童クラブについて

・地方独立行政法人京都市立病院機構における職種別人員の推移について

教育福祉委員会

会議の日時 7月9日（水） 開会 午前10時02分 散会 午後4時26分

会議の内容 1 報告事項

・若杉学園再整備に関する事業実施法人の選定について

・平成26年度京都市営保育所の移管先法人等の募集について

・平成26年度京都市・乙訓地域公立高等学校入学者選抜の状況について

・「京都市いじめ防止対策推進条例（仮称）」（素案）の概要への市民意見募集の結

果について

2 一般質問

・市立病院院内保育所における独立行政法人化後の継続雇用に係る特別加算につ

いて

・重度障害者のショートステイ受入可能施設の充実について

・商業施設等における身体障害者補助犬の受入れに係る指導及び周知・啓発につ

いて

・筋電義手の普及に向けた検討・研究について

・動物愛護憲章懇話会開催について議会への報告の有無ついて

・京都動物愛護センター（仮称）に係る第二期ボランティアスタッフの応募状況

及び年間運営費について

・市立病院院内保育所における独立行政法人化後の保育の継続性の確保について

・市営保育所移管先選定等委員会委員に対する報償費支払違法判決に対する見解

について

・クロバネキノコバエの大量発生への対処法の確立について

・学童クラブにおける登録児童１人当たりの面積の格差の是正について

・子ども・子育て支援新制度に係る厚生労働省令の誤りが与える本市への影響に

ついて

・ＯＥＣＤ国際教員指導環境調査の結果について

・教員の育児短時間勤務の取得状況について

・学校の統廃合に対する教育委員会としての評価について

3 要求資料

・京都府公立高等学校入学者選抜に係るアンケート結果に係る複数回答可として

いる質問項目の各選択肢の実選択者人数について



- 53 -

教育福祉委員会

会議の日時 7月23日（水） 開会 午前10時02分 散会 午後6時32分

会議の内容 1 請願審査

・継続審査 2件

2 報告事項

・京都市認可保育所「春日野園」に対する特別監査実施結果について

・「京都市不良な生活環境を解消するための支援及び是正措置に関する条例（ごみ

屋敷等対策条例）（仮称）」の制定に関する市民意見の募集について

・「新しい工業高校」の教育構想に係る検討状況等について

・学校統合に係る地元要望書の受理について

・市立中学校元教諭の教員免許状所持に関する疑義について

3 一般質問

・青いとり保育園における施設の不具合等に関する京都市の認識について

・税金投入を前提としない，動物愛護センターの自立的運営について

・生活保護受給者に対する就労支援の在り方について

・学童クラブにおける有資格者の配置拡大と職員の処遇改善について

・待機児童のうち母子家庭の児童数を把握する必要性について

・京北地域における学校統合が地域に与える影響について

まちづくり委員会

会議の日時 4月16日（水） 開会 午前10時18分 散会 午前11時23分

会議の内容 1 理事者紹介（建設局）

2 付託議案審査 46件

・議第109～154号 損害賠償の額の決定

3 要求資料

・排水機場運転監視に係る委託内容の変更点について

まちづくり委員会

会議の日時 4月17日（木） 開会 午後2時11分 散会 午後2時13分

会議の内容 1 付託議案審査 46件（討論結了）

 ⑴ 会派の検討結果 

全会派：全て賛成

 ⑵ 審査結果 

表決の結果，全会一致で全て可決することに決定する。

まちづくり委員会

会議の日時 4月24日（木） 開会 午前10時02分 散会 午後5時22分
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会議の内容 1 理事者紹介と事務事業概要の説明（各局別）

2 報告事項

・「駅周辺にふさわしい都市機能の集積のあり方」に関する検討委員会からの提言

の提出及び市民意見募集結果について

・「京都市空き家の活用，適正管理等に関する条例」の施行に伴う空き家対策の取

組について

3 請願審査

継続審査 1件

4 一般質問

・洛西新林会館と洛西福西会館へのエレベーターの設置について

・イオンモール京都桂川店の出店に伴う洛西ニュータウン内の商店街への影響に

ついて

・大原小出石町をはじめとする市街化調整区域における地区計画の考え方につい

て

・小栗栖浸水被害に係る損害賠償の進捗状況及び当時の委託業者との協議状況に

ついて

・梅小路公園内の駐輪対策の強化及び水族館北側通路の再整備の必要性について

・小栗栖関連の損害賠償の見込み総額の減少理由について

・左京区の地球環境学研究所前バス停の改善について

・旧洛西ふれあいの里保養研修センター内ふれあい広場の利用及び管理について

・平成26年度の建設局の職員体制について

5 要求資料

・応急危険度判定調査表について

・地域連携型空き家流通促進事業の成果等について

・空き家現地調査結果について

・放置自転車の撤去，保管・返還，啓発に要する経費について

まちづくり委員会

会議の日時 5月26日（月） 開会 午前10時02分 散会 午後3時33分

会議の内容 1 付託議案審査

・議第166号 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）都市計画事業崇仁

北部第一地区土地区画整理事業施行規程の一部改正

・議第167号 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）都市計画事業伏見

西部第五地区土地区画整理事業施行規程の一部改正

・議第168号 道路附属物自動車駐車場条例の一部改正

・議第169号 駐車場条例の一部改正

・議第171号 府道京都広河原美山線道路改良（トンネル新設）工事請負契約の変

更

・議第172号 市道路線の認定

・議第173号 市道路線の廃止
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・議第175号 訴えの提起

・議第176～199号 損害賠償の額の決定

2 報告事項

・先斗町地域における景観助成について

・祇園新橋伝統的建造物の利活用について

・排水機場保守管理及び運転監視業務委託契約について

・小栗栖排水機場周辺地域の浸水被害に係る賠償金の委託業者への請求について

3 請願審査

継続審査 1件

4 一般質問

・市営住宅ストック総合活用計画完了後の管理戸数の減少について

・大原地区における調整区域の地区計画を活用した地域振興策について

・駅周辺都市機能の存り方の市民意見集約結果と都市間競争への批判に対する見

解について

・京都高速道路検証専門委員会での高速３路線に係る今後の検討予定について

・私道整備助成制度の側溝単独での適用拡大について

・台風18号による京都市域の被害状況と河川改修の進捗状況について

5 要求資料

・4月からの直営による排水機場の運転監視状況について

・台風18号による河川被害についての京都市域における国の河川浸水被害対策の

進捗状況について

まちづくり委員会

会議の日時 5月29日（木） 開会 午後3時36分 散会 午後3時39分

会議の内容 1 付託議案審査 32件（討論結了）

 ⑴ 会派の検討結果 

全会派：全て賛成

 ⑵ 審査結果 

表決の結果，全会一致で全て可決することに決定する。

まちづくり委員会

会議の日時 6月11日（水） 開会 午前10時02分 散会 午後1時32分

会議の内容 1 報告事項

・「京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例」改正骨子（案）の市民

意見募集について

2 請願審査

継続審査 1件

3 一般質問

・歴史的景観の保全に関する検証事業について
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・請願が出され審議未了となった銀閣寺周辺の宅地開発のその後の状況について

・8月に経過措置が終了する屋外広告物適正化の進捗状況，9月以降の体制及び是

正のための助成制度の検討について

・特定屋内広告物に係るガイドラインの策定について

・境谷大橋のバス停の補修計画について

・嵐山の東一ノ井川に架かる不法占用の橋の欄干の補修について

4 要求資料

・東一ノ井川に架かる水路橋に関する地元要望以降の経過について

まちづくり委員会

会議の日時 6月26日（木） 開会 午前10時04分 散会 午後5時14分

会議の内容 1 報告事項

・らくなん進都まちづくりの取組方針（案）の市民意見募集について

・特定屋内広告物に係る課題等検討調査の結果について

・昨年の台風18号被害を踏まえた災害対応の強化について

・排水機場の保守管理及び運転監視業務に係る委託契約について

・ケヤキ並木樹勢診断調査結果（ケヤキ並木保全・創造プロジェクト）について

2 一般質問

・高野パチンコ店の規制を巡る事業者の合意を得た地区計画策定の見通しについ

て

・地区計画策定までの運用手続の妥当性について

・市営住宅の住み替え制度の拡充について

・イオンモール京都桂川店の出店により想定される交通問題について

・市営住宅の住み替え時の整備の在り方及び公正な制度設計について

・花脊峠付近の台風18号被害の復旧状況及び国道367号線の八瀬付近における災害

防除工事の進捗状況について

・京都駅八条口と市役所前の機械式地下駐輪場及びその指定管理について

・庁舎整備に伴い移転される寺町駐輪場について

・毛利町道路賠償求償事件に対する見解と道路の維持管理の必要性について

・京都高速道路検証専門委員会の次回開催めどについて

・鵜飼橋の通行再開報告会の案内通知の不備について

3 要求資料

・平成26年度に式典等の開催を予定している事業等について

まちづくり委員会

会議の日時 7月10日（木） 開会 午前10時03分 散会 午前11時56分

会議の内容 1 請願審査

継続審査 1件

2 一般質問
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・高野の地区計画に対するパチンコ店事業者からの反対の意思表示とそれが地区

計画策定に与える影響について

・住民の建築審査会の補助参加の可否について

・市営住宅での東日本大震災被災者受入れの入居期間延長について

・伏見月桂冠跡地の開発並びに月桂冠の酒蔵解体に伴うアスベスト発生の危険性

及び撤去計画について

・被災者に対する本市の居住支援に関する現状について

・住宅リフォーム助成制度の充実について

・違反広告物の是正のための事業者への支援策について

・公共施設及び民間建築物のつり天井に対する防災対策について

・京都市建築物安心安全実施計画の見直しについて

・いのちを守る橋りょう健全化プログラムに係る予算と今後の執行計画について

・高野川・北泉橋の架橋の是非について

3 要求資料

・花脊峠トンネルの概算費用等について

まちづくり委員会

会議の日時 7月22日（火） 開会 午前10時19分 散会 午後3時22分

会議の内容 1 付託議案審査 46件

・議第204～248号 損害賠償の額の決定

・議第249号 訴えの提起（裁判上の和解を含む。）

2 報告事項

・「いのちを守る橋りょう健全化プログラム」の進捗状況について

・市民公募型緑化推進事業における市民意見公募の結果及び今後の取組について

・歴史的景観の保全に関する検証事業について

・京都駅南口駅前広場におけるショットガン方式の導入及び運用実験について

3 請願審査

継続審査 1件

4 一般質問

・民有地の土砂災害への対応と危険箇所の把握状況について

・市道宝ヶ池通トンネル内で起きたコンクリート破片落下による自動車破損事故

及び市道トンネルの点検，管理の体制について

・洛西ニュータウンサブセンターの賃料減額の要望とサブセンター活性化の必要

性について

まちづくり委員会

会議の日時 7月24日（木） 開会 午後2時09分 散会 午後2時11分

会議の内容 1 付託議案審査 46件（討論結了）

 ⑴ 会派の検討結果 
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全会派：全て賛成

 ⑵ 審査結果 

表決の結果，全会一致で全て可決することに決定する。

交通水道消防委員会

会議の日時 4月25日（金） 開会 午前10時02分 散会 午後2時20分

会議の内容 1 理事者紹介と事務事業概要の説明（各局別）

2 報告事項

・不搬送事案に係る再発防止対策等について

・「京都市火災予防条例」の改正案に対する市民意見募集の結果概要について

3 一般質問

・バスの駅の機能及び効果について

・地下鉄可動柵設置に向けた取組状況及び今後の見通しについて

・バス停の担当者が周辺地理に精通している必要性について

・外国人に対応した市バス表記について

・自転車に配慮した市バスの運転の必要性について

・バス待ち環境の一層の改善について

・市バスへのＩＣカードシステム導入について

・企業会計制度改正の影響と市民への分かりやすい説明の徹底について

・ベビーカーマークの交通局における取扱いについて

・消費税率改定後における市バス・地下鉄の旅客状況について

・敬老乗車証の在り方に関する保健福祉局との協議状況及び交通局の見解につい

て

・雨に強いまちづくりへ向けた関係局との協議状況について

・合流式下水道の改善事業について

・小型動力ポンプの軽量化について

交通水道消防委員会

会議の日時 5月26日（月） 開会 午前10時03分 散会 午後3時55分

会議の内容 1 付託議案審査 1件

・議第170号 火災予防条例の一部改正

2 報告事項

・防火基準適合表示制度について

・地下鉄烏丸線への可動式ホーム柵の設置について

・先斗町通の配水管等布設替工事について

2 一般質問

・発電機の取扱いに関する指導強化について

・災害時における消防局と関係部署の連携強化について
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・化学薬品工場での火災に対する初期消火体制について

・消防団員向け活動服の貸与について

・消防警戒区域の立入証について

・西高瀬川の水防警報河川としての指定について

・四条消防出張所の移転に伴う課題について

・水防訓練の早期案内の実施について

・土のう訓練の実施状況について

・市バスへのＩＣカード導入について

・市バス車内の案内放送について

・梅小路新駅設置構想が与える交通局への影響について

・ＩＣカード導入後の市バス・地下鉄乗継割引について

・「京の水カフェｉｎ祇園」に対する所見について

・ミストシャワーの貸出しについて

交通水道消防委員会

会議の日時 5月29日（木） 開会 午後3時38分 散会 午後3時40分

会議の内容 1 付託議案審査 1件（討論結了）

⑴ 会派の検討結果 

全会派：賛成

 ⑵ 審査結果 

ｱ 表決の結果，全会派一致で可決することに決定する。

ｲ 付帯決議の取りまとめは，正副委員長と各会派の代表に一任し，調整の結

果，議第170号に1個の付帯決議を付すことに決定する。

交通水道消防委員会

会議の日時 6月13日（金） 開会 午前10時01分 散会 午前11時25分

会議の内容 1 一般質問

・台風18号による上下水道施設被害の復旧状況及び災害発生に伴う他局との連携

について

・上下水道局における今年度の災害対策について

・私道水道管埋設における掘削等の承諾書問題について

・鳥羽水環境保全センター吉祥院支所におけるゲリラ豪雨対策及び水害時の対応

について

・市バスへのＩＣカード導入後の割引等のサービスの在り方について

・ベンチ設置によるバス待ち環境の改善について

・電照式バス停留所時刻表の拡充について

・消防団総合査閲の開催時期，時間帯及び暑さ対策の検討について

交通水道消防委員会

会議の日時 7月11日（金） 開会 午前10時01分 散会 午後0時15分
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会議の内容 1 報告事項

・交通局職員の逮捕について

・「防災行動マニュアル」に係る検討について

2 一般質問

・救急活動の一連の流れ及び搬送する患者や家族等との意思疎通の必要性につい

て

3 要求資料

・救急要請の覚知から病院収容までの流れ

交通水道消防委員会

会議の日時 7月23日（水） 開会 午前10時01分 散会 午前11時45分

会議の内容 1 報告事項

・地下鉄烏丸線のダイヤ改正について

・「平成25年度 水に関する意識調査結果」について

2 一般質問

・久我の杜，羽束師地域における汚水幹線整備について

・いろは呑龍トンネル整備事業の概要について

3 要求資料

・上下水道局マスコットキャラクターの活用状況について（平成25年度）
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■ 予算特別委員会

予算特別委員会

会議の日時 5月20日（火） 開会 午前11時00分 散会 午前11時02分

会議の内容 1 正副委員長の互選

委 員 長 津 田 大 三 委員

副委員長 中 川 一 雄 委員

樋 口 英 明 委員

青 木 よしか 委員

青 野 仁 志 委員

下 村 あきら 委員

中 島 拓 哉 委員

2 分科会の設置

別記15のとおり3個の分科会を設置することを決定する。

3 分科会委員の選任

別記16のとおり選任することを決定する。

4 審査日程

審査日程案（別記17）のとおりとする。

予算特別委員会第1分科会・第2分科会・第3分科会合同委員会

会議の日時 5月20日（火） 開会 午前11時02分 散会 午前11時04分

会議の内容 1 正副主査の互選

第1分科会 主 査 青 木 よしか 副委員長

副主査 下 村 あきら 副委員長

第2分科会 主 査 中 川 一 雄 副委員長

副主査 青 野 仁 志 副委員長

第3分科会 主 査 樋 口 英 明 副委員長

副主査 中 島 拓 哉 副委員長

2 審査日程

審査日程案（別記17）のとおりとする。

予算特別委員会第1分科会

会議の日時 5月22日（木） 開会 午前10時03分 散会 午後4時52分

会議の内容 1 付託議案審査（環境政策局，行財政局，文化市民局，産業観光局質疑）

・議第155号 26年度一般会計補正予算

・議第156号 26年度雇用対策事業特別会計補正予算

・議第174号 不動産の取得

2 要求資料

・京都市におけるバイオマス関連事業について
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予算特別委員会第2分科会

会議の日時 5月22日（木） 開会 午前10時02分 散会 午後2時15分

会議の内容 1 付託議案審査（保健福祉局，教育委員会質疑）

・議第155号 26年度一般会計補正予算 ほか2件

予算特別委員会第3分科会

会議の日時 5月22日（木） 開会 午前10時03分 散会 午前11時32分

会議の内容 1 付託議案審査（消防局質疑）

・議第155号 26年度一般会計補正予算 ほか2件

2 要求資料

・救急処理範囲拡大に係る運用開始までの流れについて

・現任救急隊員の教育体制について

予算特別委員会

会議の日時 5月29日（木） 開会 午後4時00分 散会 午後4時03分

会議の内容 1 付託議案審査 3件（討論結了）

⑴ 会派の検討結果 

自民，民主：全て賛成。議第155号及び174号に1個の付帯決議を付す。

共産：議第155号及び174号は反対，議第156号は賛成。

公明，京都，無，無：全て賛成

⑵ 審査結果 

ｱ 表決の結果，議第155号及び174号は挙手多数で可決，議第156号は全会一致

により可決することに決定する。

ｲ 付帯決議の取りまとめは，正副委員長と各会派の代表に一任し，調整の結

果，議第155号及び174号に1個の付帯決議を付すことに決定する。
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（別記15）

予算特別委員会の分科会

（委員会要綱３及び４による）

分科会 所 管

第１分科会 環境政策局，行財政局，総合企画局，文化市民局，産業

観光局，会計管理者，選挙管理委員会，人事委員会，監

査委員及び市会事務局の所管に属する事項並びに第２分

科会及び第３分科会の所管に属しない事項

第２分科会 保健福祉局，都市計画局，建設局及び教育委員会の所管

に属する事項

第３分科会 消防局，交通局及び上下水道局の所管に属する事項



- 64 -

(別記16)

予算特別委員会第１分科会委員

井 上 与一郎 議員 内 海 貴 夫 議員 繁  夫 議員

しまもと京 司 議員 下 村 あきら 議員 西 村 義 直 議員

椋 田 隆 知 議員  井 あきら 議員 井 坂 博 文 議員

井 上 けんじ 議員 くらた 共 子 議員 とがし 豊 議員

宮 田 えりこ 議員 青 木 よしか 議員 今 枝 徳 蔵 議員

隠 塚 功 議員 鈴 木 マサホ 議員 松 下 真 蔵 議員

津 田 早 苗 議員 ひおき 文 章 議員 湯 浅 光 彦 議員

 田 孝 雄 議員 村 山 祥 栄 議員

以上 23 名

予算特別委員会第２分科会委員

香 川 佐代子 議員 加 藤 盛 司 議員 小 林 正 明 議員

田 中 明 秀 議員 寺 田 かずひろ議員 中 川 一 雄 議員

山 元 あ き 議員 山 本 恵 一 議員 岩 橋 ちよみ 議員

加 藤 あ い 議員 玉 本 なるみ 議員 西 野 さち子 議員

西 村 善 美 議員 片 桐 直 哉 議員 宮 本 徹 議員

安 井 つとむ 議員 山 本 ひろふみ議員 青 野 仁 志 議員

国 本 友 利 議員 久 保 勝 信 議員 平 山 よしかず議員

江 村 理 紗 議員 佐々木 たかし 議員

以上 23 名

予算特別委員会第３分科会委員

大 西 均 議員 さくらい泰 広 議員 髙 橋 泰一朗 議員

津 田 大 三 議員 富 きくお 議員 中 村 三之助 議員

橋 村 芳 和 議員 河 合 ようこ 議員 北 山 ただお 議員

樋 口 英 明 議員 山 中 渡 議員 天 方 浩 之 議員

小 林 あきろう議員 中 野 洋 一 議員 山 岸 たかゆき議員

井 上 教 子 議員 曽 我 修 議員 大 道 義 知 議員

谷 口 弘 昌 議員 中 島 拓 哉 議員 清 水 ゆう子 議員

森 川 央 議員

以上 22 名
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(別記17)

月 日 参 考

５月２２日（木） 第１分科会 第２分科会 第３分科会

局 別 質 疑 局 別 質 疑 局 別 質 疑

２３日（金）

２４日（土） ―（休日）―

２５日（日） ―（休日）―

２６日（月） 分科会審査内容報告作成配布 （理事会）

２７日（火） （議員会）

２８日（水） （議員会）

２９日（木） 議 運

３０日（金） 委員長報告 本会議

予算特別委員会審査日程（案）

日 程

委員会(討論結了）
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■ 市会改革推進委員会

市会改革推進委員会

会議の日時 4月18日（金） 開会 午後1時01分 散会 午後2時09分

会議の内容 1 議会基本条例の政令市における制定状況

2 市会改革に係る検討項目

・議会報告会・意見聴取会の実施

・政策研究会の位置付け・制度設計

・委員会における直接傍聴の実施

3 要求資料

・他都市の議会報告会等におけるインターネット中継等の実施状況について

市会改革推進委員会

会議の日時 5月16日（金） 開会 午後1時02分 散会 午後2時37分

会議の内容 1 市会改革に係る検討項目

・議会報告会・意見聴取会の実施

・政策研究会の位置付け・制度設計

・議員間討議の仕組み

・広報の取組の検証

2 要求資料

・政令指定都市におけるホームページアクセス件数及びインターネット議会中継

の視聴数（平成25年度）

・USTREAM配信視聴数上位及び下位委員会一覧（平成25年度）

市会改革推進委員会

会議の日時 6月20日（金） 開会 午前10時03分 散会 午前11時13分

会議の内容 1 市会改革に係る検討項目

・議会報告会・意見聴取会の実施

・議員間討議の仕組み

・広報の取組の検証

市会改革推進委員会

会議の日時 7月18日（金） 開会 午前10時18分 散会 午前11時19分

会議の内容 1 市会改革に係る検討項目

・議会報告会・意見聴取会の実施

・広報の取組の検証

・議員間討議の仕組み
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※ 市会改革推進委員会の検討結果をまとめた報告が，5月1日及び7月18日に議長に提出されまし

た。同報告では，下記の項目について取りまとめられています。

5月1日提出分

1 委員会における直接傍聴の実施

7月18日提出分

1 議員間討議の仕組み
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常任委員会

中央卸売市場（金沢市） 新潟市役所会議室

■ 委員の派遣

経済総務委員会（他都市調査）

調 査 日 調 査 先 調 査 事 項

7月29日(火)

～31日(木)

金 沢 市

・近江町市場（視察）

・中央卸売市場（視察）

・ものづくり基本条例について

新 潟 市
・地域コミュニティ協議会について

・区長公募制について

富 岡 市 ・富岡製糸場（視察）

出 張 議 員

とがし豊委員長（共），椋田隆知副委員長（自），

田孝雄副委員長（公），内海貴夫委員（自），中村三之助委員（自），

西村義直委員（自），井上けんじ委員（共），くらた共子委員（共），

今枝徳蔵委員（民），小林あきろう委員（民），松下真蔵委員（民），

ひおき文章委員（公），佐々木たかし委員（京）
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くらし環境委員会（実地視察）

視 察 日 視察先又は視察事項

6月24日（火）
・京都国立博物館

・京都市美術館
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交通水道消防委員会（実地視察）

視 察 日 視察先又は視察事項

6月27日（金） ・ＪＲ北新地駅

ＪＲ北新地駅
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名 称 氏 名 表 彰 日 備 考

全国市議会議長会

議員特別表彰

井上 与一郎 議員 （自民） 5月28日 在職35年以上

全国市議会議長会

議員表彰

井 上 けんじ 議員 （共産）

西 野 さちこ 議員 （共産）

中 村 三之助 議員 （自民）

玉 本 なるみ 議員 （共産）

5月28日 在職15年以上

■ 栄典・表彰関連



- 72 -

1 議長及び副議長の選挙

5月20日の本会議において，橋村芳和議長（自民），隠塚功副議長（民主）の辞職が許

可されたことに伴い，正副議長の選挙が行われ，中村三之助議員（自民）が第81代議長

に，井上教子議員（公明）が第89代副議長に就任した。

2 関西広域連合議会議員の辞職と選挙

曽我修議員（公明）の関西広域連合議会議員の辞職が関西広域連合議会議長に許可さ

れたことに伴い，5月20日の本会議において，同議会議員の選挙が行われ，隠塚功議員

（民主）が選出された。

■ 異動関連
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■ 議案処理一覧

1 平成26年第2回定例会（4月開会市会）

市長提出議案

提出 議決 議案
件 名

審議 自
民

共
産

民
主

公
明

京
都

無

*1

無

*2

付 帯

月日 月日 番号 結果 決議等

4.16 4.18 議109 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議110 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議111 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議112 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議113 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議114 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議115 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議116 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議117 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議118 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議119 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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提出 議決 議案
件 名

審議 自
民

共
産

民
主

公
明

京
都

無

*1

無

*2

付 帯

月日 月日 番号 結果 決議等

4.16 4.18 議120 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議121 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議122 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議123 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議124 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議125 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議126 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議127 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議128 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議129 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議130 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議131 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議132 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議133 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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提出 議決 議案
件 名

審議 自
民

共
産

民
主

公
明

京
都

無

*1

無

*2

付 帯

月日 月日 番号 結果 決議等

4.16 4.18 議134 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議135 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議136 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議137 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議138 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議139 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議140 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議141 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議142 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議143 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議144 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議145 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議146 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議147 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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提出 議決 議案
件 名

審議 自
民

共
産

民
主

公
明

京
都

無

*1

無

*2

付 帯

月日 月日 番号 結果 決議等

4.16 4.18 議148 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議149 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議150 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議151 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議152 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議153 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 議154 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 報1 京都市市税条例の一部を改

正する条例の制定について

承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 報2 控訴の提起について 承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 報3 控訴の提起について 承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.16 4.18 報4 地方独立行政法人京都市産

業技術研究所が徴収する料

金の上限の認可について

承認 ○ × ○ ○ ○ ○ ○

（○×は議案に対する各会派の態度。 ○＝賛成，×＝反対）

無*1＝無所属（清水ゆう子議員） 無*2＝無所属（森川央議員）
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2 平成26年第2回定例会（5月市会）

⑴ 議員提出議案 

提出

月日

議決

月日

議案

番号
件 名

審議

結果

自

民

共

産

民

主

公

明

京

都

無

*1

無

*2

提 出

会派等

5.30 5.30 市会25 「手話言語法」制定を

求める意見書の提出に

ついて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全会派

5.30 5.30 市会26 鳥獣の捕獲促進体制強

化の速やかな実施を求

める意見書の提出につ

いて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自民，民主，

公明，京都，

無*1，無*2

5.30 5.30 市会27 若者雇用対策の総合的

かつ体系的な推進を求

める意見書の提出につ

いて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自民，民主，

公明，京都，

無*1，無*2

5.30 5.30 市会28 子ども・子育て支援新

制 度 に お け る 幼児 教

育・保育等の「質の向

上」に関する意見書の

提出について

可決 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 自民，民主，

公明，京都，

無*1，無*2

5.30 5.30 市会29 子ども・子育て支援新

制度の撤回を求める意

見書の提出について

否決 × ○ × × × × × 共産

5.30 5.30 市会30 中小企業の事業環境の

改善を求める意見書の

提出について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自民，公明，

無*1，無*2

5.30 5.30 市会31 地域包括ケアシステム

構築のため地域の実情

に応じた支援を求める

意見書の提出について

可決 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 自民，公明，

無*1，無*2
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提出

月日

議決

月日

議案

番号
件 名

審議

結果

自

民

共

産

民

主

公

明

京

都

無

*1

無

*2

提 出

会派等

5.30 5.30 市会32 地域医療・介護推進法

案に関する意見書の提

出について

否決 × ○ ○ × × ○ × 共産，民主，

無*1

5.30 5.30 市会33 中国・韓国で日本企業

が安心して活動するこ

とができるための対処

を求める意見書

可決 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 民主

（○×は議案に対する各会派の態度。 ○＝賛成，×＝反対）

無*1＝無所属（清水ゆう子議員） 無*2＝無所属（森川央議員）

⑵ 市長提出議案 

提出 議決 議案
件 名

審議 自
民

共
産

民
主

公
明

京
都

無

*1

無

*2

付 帯

月日 月日 番号 結果 決議等

5.16 5.30 議155 平成26年度京都市一般会計

補正予算

可決 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 付帯決議

5.16 5.30 議156 平成26年度京都市雇用対策

事業特別会計補正予算

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議157 京都市執行機関の附属機関

の設置等に関する条例の一

部を改正する条例の制定に

ついて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議158 京都市市税条例の一部を改

正する条例の制定について

可決 ○ × ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議159 京都市区役所の名称及び位

置に関する条例の一部を改

正する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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提出 議決 議案
件 名

審議 自
民

共
産

民
主

公
明

京
都

無

*1

無

*2

付 帯

月日 月日 番号 結果 決議等

5.16 5.30 議160 京都市個人市民税の控除対

象となる特定非営利活動法

人に対する寄附金を定める

条例の一部を改正する条例

の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議161 京都市宇多野ユースホステ

ル条例の一部を改正する条

例の制定について

可決 ○ × ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議162 次代の社会を担う子どもの

健全な育成を図るための次

世代育成支援対策推進法等

の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理に

関する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議163 中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律の

一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議164 京都市福祉事務所設置条例

の一部を改正する条例の制

定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議165 京都市保健所条例の一部を

改正する条例の制定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議166 京都都市計画（京都国際文

化観光都市建設計画）都市

計画事業崇仁北部第一地区

土地区画整理事業施行規程

の一部を改正する条例の制

定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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提出 議決 議案
件 名

審議 自
民

共
産

民
主

公
明

京
都

無

*1

無

*2

付 帯

月日 月日 番号 結果 決議等

5.16 5.30 議167 京都都市計画（京都国際文

化観光都市建設計画）都市

計画事業伏見西部第五地区

土地区画整理事業施行規程

の一部を改正する条例の制

定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議168 京都市道路附属物自動車駐

車場条例の一部を改正する

条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議169 京都市駐車場条例の一部を

改正する条例の制定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議170 京都市火災予防条例の一部

を改正する条例の制定につ

いて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 付帯決議

5.16 5.30 議171 府道京都広河原美山線道路

改良（トンネル新設）工事

請負契約の変更について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議172 市道路線の認定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議173 市道路線の廃止について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議174 不動産の取得について 可決 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 付帯決議

5.16 5.30 議175 訴えの提起について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議176 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議177 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議178 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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提出 議決 議案
件 名

審議 自
民

共
産

民
主

公
明

京
都

無

*1

無

*2

付 帯

月日 月日 番号 結果 決議等

5.16 5.30 議179 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議180 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議181 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議182 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議183 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議184 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議185 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議186 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議187 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議188 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議189 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議190 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議191 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議192 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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提出 議決 議案
件 名

審議 自
民

共
産

民
主

公
明

京
都

無

*1

無

*2

付 帯

月日 月日 番号 結果 決議等

5.16 5.30 議193 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議194 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議195 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議196 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議197 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議198 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議199 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.16 5.30 議200 京都市立小学校条例等の一

部を改正する条例の制定に

ついて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.20 5.20 議201 京都市監査委員の選任につ

いて

（小林 正明）

同意 ○ × ○ ○ ○ ○ ○

5.20 5.20 議202 京都市監査委員の選任につ

いて

（山岸 隆行）

同意 ○ × ○ ○ ○ ○ ○

5.30 5.30 諮1 人権擁護委員の推薦につい

て

（岩渕 惠子）

可 と

認 め

る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.30 5.30 諮2 人権擁護委員の推薦につい

て

（村上 正治）

可 と

認 め

る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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提出 議決 議案
件 名

審議 自
民

共
産

民
主

公
明

京
都

無

*1

無

*2

付 帯

月日 月日 番号 結果 決議等

5.30 5.30 諮3 人権擁護委員の推薦につい

て

（青田 勝郎）

可 と

認 め

る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.30 5.30 諮4 人権擁護委員の推薦につい

て

（加藤 英範）

可 と

認 め

る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.30 5.30 諮5 人権擁護委員の推薦につい

て

（井上 眞咲）

可 と

認 め

る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.30 5.30 諮6 人権擁護委員の推薦につい

て

（内山 正元）

可 と

認 め

る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.30 5.30 諮7 人権擁護委員の推薦につい

て

（小田 宏之）

可 と

認 め

る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.30 5.30 諮8 人権擁護委員の推薦につい

て

（豊福 誠二）

可 と

認 め

る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.30 5.30 諮9 人権擁護委員の推薦につい

て

（吉田 雄大）

可 と

認 め

る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.30 5.30 諮10 人権擁護委員の推薦につい

て

（奥田 末子）

可 と

認 め

る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.30 5.30 諮11 人権擁護委員の推薦につい

て

（大賀 洋子）

可 と

認 め

る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.30 5.30 諮12 人権擁護委員の推薦につい

て

（東 智）

可 と

認 め

る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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提出 議決 議案
件 名

審議 自
民

共
産

民
主

公
明

京
都

無

*1

無

*2

付 帯

月日 月日 番号 結果 決議等

5.30 5.30 諮13 人権擁護委員の推薦につい

て

（笠原 三紀夫）

可 と

認 め

る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.30 5.30 諮14 人権擁護委員の推薦につい

て

（江口 満）

可 と

認 め

る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.30 5.30 諮15 人権擁護委員の推薦につい

て

（牧 富美子）

可 と

認 め

る

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（○×は議案に対する各会派の態度。 ○＝賛成，×＝反対）

無*1＝無所属（清水ゆう子議員） 無*2＝無所属（森川央議員）

3 平成26年第2回定例会（7月特別市会）

市長提出議案

提出 議決 議案

件 名

審議
自
民

共
産

民
主

公
明

京
都

無

*1

無

*2

付 帯

月日 月日 番号 結果 決議等

7.22 7.25 議203 京都市動物園増築工事請負

契約の締結について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議204 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議205 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議206 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議207 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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提出 議決 議案

件 名

審議
自
民

共
産

民
主

公
明

京
都

無

*1

無

*2

付 帯

月日 月日 番号 結果 決議等

7.22 7.25 議208 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議209 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議210 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議211 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議212 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議213 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議214 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議215 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議216 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議217 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議218 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議219 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議220 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議221 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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提出 議決 議案

件 名

審議
自
民

共
産

民
主

公
明

京
都

無

*1

無

*2

付 帯

月日 月日 番号 結果 決議等

7.22 7.25 議222 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議223 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議224 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議225 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議226 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議227 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議228 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議229 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議230 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議231 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議232 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議233 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議234 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議235 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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提出 議決 議案

件 名

審議
自
民

共
産

民
主

公
明

京
都

無

*1

無

*2

付 帯

月日 月日 番号 結果 決議等

7.22 7.25 議236 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議237 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議238 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議239 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議240 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議241 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議242 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議243 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議244 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議245 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議246 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議247 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議248 損害賠償の額の決定につい

て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.22 7.25 議249 訴えの提起（裁判上の和解

を含む。）について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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（○×は議案に対する各会派の態度。 ○＝賛成，×＝反対）

無*1＝無所属（清水ゆう子議員） 無*2＝無所属（森川央議員）
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■ 付帯決議

議第155号及び議第174号に対する付帯決議

新工業高校開設に当たり契約した借地の借地料については，過去の経過があるとはいえ，京都市

が基準とする固定資産税評価額から算定する場合と比べても約３倍とかなりの高額であり，問題が

ある。

ついては，当該土地の適正価格での購入の検討あるいは賃貸借契約を更新する場合，他の借地の

借地料との公平性の観点から，適切な借地料となるよう見直しを行うこと。

また，京都市が土地等を借り受ける際にあっては，新たな契約はもちろんのこと，既存の契約に

ついても，借地料に関する明確な基準を作成するなど，第三者から見て透明性のある契約となるよ

う取り組むこと。

（賛成会派）

全会派

議第170号に対する付帯決議

今回の火災予防条例の改正により指定されることとなった，露店等が多く出店する伝統的な祭礼

や祭り等，多数の方が集まる催しの更なる安全確保のため，催しの指定基準や講習受講を義務付け

る京都市独自の取組が盛り込まれた。今後は，火災予防上必要な業務計画の届出や講習受講の義務

付け等，事前準備等における詳細な情報周知の必要性や，届出をしようとする者の相談体制等，催

しの実態に応じた適切な指導を行い，条例改正後の運用において実効性ある取組が不可欠である。

ついては，条例改正の趣旨を十分に関係者に周知するとともに，催しにおける火災予防上の取扱

いにきめ細かく対応すること。また，その他地域イベント等においては，適切な助言，アドバイス

を行うなど，安全対策に万全を期すこと。

（賛成会派）

全会派
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■ 意見書

1「手話言語法」制定を求める意見書

（5月30日可決，全会派提案）

2 鳥獣の捕獲促進体制強化の速やかな実施を求める意見書

（5月30日可決，自民，民主，公明，京都，無，無共同提案）

3 若者雇用対策の総合的かつ体系的な推進を求める意見書

（5月30日可決，自民，民主，公明，京都，無，無共同提案）

4 子ども・子育て支援新制度における幼児教育・保育等の「質の向上」に関する意

見書

（5月30日可決，自民，民主，公明，京都，無，無共同提案）

5 子ども・子育て支援新制度の撤回を求める意見書

（5月30日否決，共産提案）

6 中小企業の事業環境の改善を求める意見書

（5月30日可決，自民，公明，無，無共同提案）

7 地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を求める意見書

（5月30日可決，自民，公明，無，無共同提案）

8 地域医療・介護推進法案に関する意見書

（5月30日否決，共産，民主，無（ 清 水 ）共同提案）

9 中国・韓国で日本企業が安心して活動することができるための対処を求める意見

書

（5月30日可決，民主提案）
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市会議第２５号

「手話言語法」制定を求める意見書の提出について

「手話言語法」制定を求める意見書を次のとおり提出する。

平成２６年５月３０日提出

提出者 市 会 議 員 全 員

平成 年 月 日

衆議院議長，参議院議長，内閣総理大臣，

総務大臣，文部科学大臣，厚生労働大臣 宛て

京 都 市 会 議 長 名

「手話言語法」制定を求める意見書

手話とは，音声ではなく手や指，体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持

つ言語である。手話を使うろう者にとって，聞こえる人たちの音声言語と同様に，大切な情報

獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。京都では１８７８年に日本初の

ろう学校「京都盲唖院」を開設し，手話教育が行われてきた。

しかしながら，アメリカから「口話法」が伝えられ，日本でもその普及に力を入れたため，

昭和の初め頃から，ろう学校での手話の使用は禁止されることとなり，そのため社会では手話

を使うことで差別されてしまうという悲しい歴史があった。

しかし，２００６（平成１８）年１２月に国連で採択された障害者権利条約において，「手

話は言語」であることが明記されることとなった。

その結果，日本政府は，障害者権利条約の批准に向けて国内法の整備を進め，２０１１（平

成２３）年８月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は，可能な限り，言語（手

話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められ

ることとなった。

また，同法第２２条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務付けており，その環

境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。

よって国におかれては，下記事項を講じるよう強く求める。

記

１ 手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広めること。

２ きこえない子どもが手話を身に付け，手話で学べ，自由に手話が使えるようにすること。

３ そのために手話を言語として普及させるとともに，研究することのできる環境整備を目的

とした「手話言語法（仮称）」を制定すること。

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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市会議第２６号

鳥獣の捕獲促進体制強化の速やかな実施を求める意見書の提出について

鳥獣の捕獲促進体制強化の速やかな実施を求める意見書を次のとおり提出する。

平成２６年５月３０日提出

提出者 市会議員 井上 与一郎 ほか５３名

自 民 党 市 議 団 ， 民 主 ・ 都 み ら い ，

公 明 党 市 議 団 ， 京 都 党 市 議 団 ，

無 所 属 （清水），無 所 属 （森川）

平成 年 月 日

衆議院議長，参議院議長，内閣総理大臣，

総務大臣，厚生労働大臣，農林水産大臣，

環境大臣 宛て

京 都 市 会 議 長 名

鳥獣の捕獲促進体制強化の速やかな実施を求める意見書

サル，シカ，イノシシ等による自然生態系への影響及び農林水産業被害が深刻化する中，狩

猟者の減少，高齢化等により，鳥獣捕獲の担い手が減少している。

鳥獣の捕獲等の一層の促進と捕獲等の担い手の育成が必要であるとの観点から，政府は，今

国会において「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を改正し，法律の目的に鳥獣の「保

護」だけでなく「管理」を規定するとともに，「保護」と「管理」の施策体系の整理，指定管

理鳥獣に定められた鳥獣の集中的かつ広域的な管理を図る事業の創設，一定の条件下での夜間

銃猟を可能にする規制緩和，認定鳥獣捕獲等事業者制度の創設など，制度の抜本的な改正を行

った。これにより，今後，鳥獣の捕獲体制が強化されることになる。

よって国におかれては，施行に当たって，下記事項について，十分に留意して実施されるよ

う強く求める。

記

１ 都道府県を越えて生息する鳥獣の保護・管理については，国が主導して，より効果的な広

域対応を行うための仕組みを検討すること。

２ 市町村への鳥獣被害防止総合対策交付金の予算を拡充させるほか，新設される指定管理鳥

獣捕獲等事業が活用されるよう，十分な財政支援を行うこと。

３ 捕獲された鳥獣を可能な限り食肉等として活用するため，衛生管理の徹底による安全性の

確保や販売経路の確立，消費拡大への支援などを推進すること。

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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市会議第２７号

若者雇用対策の総合的かつ体系的な推進を求める意見書の提出について

若者雇用対策の総合的かつ体系的な推進を求める意見書を次のとおり提出する。

平成２６年５月３０日提出

提出者 市会議員 井上 与一郎 ほか５３名

自 民 党 市 議 団 ， 民 主 ・ 都 み ら い ，

公 明 党 市 議 団 ， 京 都 党 市 議 団 ，

無 所 属 （清水），無所属 （森川）

平成 年 月 日

衆議院議長，参議院議長，内閣総理大臣，

総務大臣，文部科学大臣，厚生労働大臣 宛て

京 都 市 会 議 長 名

若者雇用対策の総合的かつ体系的な推進を求める意見書

若者を取り巻く雇用環境は，非正規労働者の増加の中で，中小事業者における離職率の高さ

や，若年層を恒常的・大量に雇用し，低水準・過酷な労働条件で労働を強いる「使い捨て」問

題や，１８０万人と言われるフリーターや６０万人のニートの問題など，雇用現場における厳

しい状況がある。

若者が働きながら安心して家庭を持つことができるようにすることは，少子化に歯止めを掛

けるためにも極めて重要であり，政府においても，わかものハローワークや新卒応援ハローワ

ークなどにおける支援や，「若者応援企業宣言」事業，労働条件相談ポータルサイトの設置，

地域若者サポートステーションにおけるニート対策などに取り組まれているところである。

しかし，それぞれの事業の取組が異なっており，関係機関において必ずしも有機的な連携が

取られている状況ではない。

安倍政権における経済対策により，経済の好循環が始まる中，今春卒業した大学生の就職率

は９４．４パーセントとなり，高校生の就職率も９６．６パーセントとバブル期並みの水準と

なる等好転し，賃金上昇に取り組む企業も出てきている。

よって国におかれては，若者雇用対策を総合的かつ体系的に推進するための仕組みを構築

し，この好循環を更に確かなものとするため，下記の対策を講じるよう要望する。

記

１ 若者雇用に係る総合的，体系的な対策を進めるため，若者雇用対策新法の制定を視野に入

れ，若者本人を支える家庭，学校，地域，国・地方の行政の責務を明確にし，緊密に連携し

て支援を行える枠組みを整備すること。

２ 「若者応援企業宣言」事業について，中小企業等の認定制度として拡充し，認定企業の支

援措置を新設すること。また，企業が若者を募集する際の情報開示を促す仕組みを検討する

こと。

３ 大学生等の採用活動の後ろ倒しに伴い，新卒応援ハローワークにおける支援措置を強化す
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ること。

４ 若者が主体的に職業選択・キャリア形成ができるよう，学生段階からのキャリア教育の充

実強化を図ること。

５ ニート等の若者の孤立化を防ぎ，自立に向けた充実した支援を行うことができるよう安定

的財源を確保し，地域若者サポートステーションの機能の強化を図ること。

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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市会議第２８号

子ども・子育て支援新制度における幼児教育・保育等の「質の向上」に関する意見

書の提出について

子ども・子育て支援新制度における幼児教育・保育等の「質の向上」に関する意見書を次の

とおり提出する。

平成２６年５月３０日提出

提出者 市会議員 井上 与一郎 ほか５３名

自 民 党 市 議 団 ， 民 主 ・ 都 み ら い ，

公 明 党 市 議 団 ， 京 都 党 市 議 団 ，

無 所 属 （清水），無所属 （森川）

平成 年 月 日

衆議院議長，参議院議長，内閣総理大臣，

総務大臣，文部科学大臣，厚生労働大臣，

内閣府特命担当大臣（少子化対策） 宛て

京 都 市 会 議 長 名

子ども・子育て支援新制度における幼児教育・保育等の

「質の向上」に関する意見書

平成２７年度から本格施行予定の「子ども・子育て支援新制度」（以下「新制度」という。）

は，質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供や保育の量的拡大，幼児教育・保育の質

の向上及び地域の子ども・子育て支援の充実を図るものである。

とりわけ，喫緊の課題である待機児童の解消に向けての保育の「量的拡大」と職員の処遇や

配置基準等の改善を図る「質の向上」については，車の両輪として一体的に取り組んでいくこ

ととなっている。

近年，保育所においては，入所児童の受入れ拡大のための保育士の確保が課題となっており，

保育士の確保及び定着に寄与する「質の向上」に多くの関係団体が大きな期待を寄せていると

ころである。

しかしながら，平成２９年度には年間約１兆１，０００億円の財源が必要と言われる新制度

については，消費税増収分から充てられる約７，０００億円以外の約４，０００億円の財源確

保の目途が立たないため，国は，職員の処遇や配置基準といった「質の向上」に係る関連予算

を一部先送りすることを検討されている。

よって国におかれては，子どもたちの成長の場としてふさわしい保育環境の確保，新制度へ

の円滑な移行を図るため，新制度に必要となる約１兆１，０００億円の財源を確保するよう強

く求める。

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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市会議第２９号

子ども・子育て支援新制度の撤回を求める意見書の提出について

子ども・子育て支援新制度の撤回を求める意見書を次のとおり提出する。

平成２６年５月３０日提出

提出者 市会議員 井坂 博文 ほか１３名

（日 本 共 産 党 市 会 議 員 団）

平成 年 月 日

衆議院議長，参議院議長，内閣総理大臣，

総務大臣，文部科学大臣，厚生労働大臣，

内閣府特命担当大臣（少子化対策） 宛て

京 都 市 会 議 長 名

子ども・子育て支援新制度の撤回を求める意見書

政府は，子ども・子育て支援新制度を実施するため準備を進めている。

子ども・子育て新制度は，保育に対する国と自治体の責任を後退させ，保育への企業参入を

拡大するものである。また，認可保育所，幼稚園，認定こども園，小規模保育，家庭的保育な

ど，保育形態によって職員配置基準や資格の有無，職員処遇，施設の最低基準などが異なり，

保育の質の格差が生まれることになる。これらは，「すべての児童はひとしく保育を受ける」

という公的保育制度の根幹を壊すものである。

よって国におかれては，子ども・子育て支援新制度を撤回し，国と自治体の保育実施義務を

明確にした現行制度を拡充した保育制度とするよう求めるものである。

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。



- 97 -

市会議第３０号

中小企業の事業環境の改善を求める意見書の提出について

中小企業の事業環境の改善を求める意見書を次のとおり提出する。

平成２６年５月３０日提出

提出者 市会議員 井上 与一郎 ほか３６名

自 民 党 市 議 団 ， 公 明 党 市 議 団 ，

無 所 属 （清水）， 無 所 属 （森川）

平成 年 月 日

衆議院議長，参議院議長，内閣総理大臣，

総務大臣，厚生労働大臣，経済産業大臣，

内閣府特命担当大臣（経済財政政策），

中小企業庁長官 宛て

京 都 市 会 議 長 名

中小企業の事業環境の改善を求める意見書

今年の春闘の大手企業からの回答では，１３年ぶりに全体の賃上げ率が２パーセント台とな

ったが，景気全体を支え，地域経済を支える中小企業や非正規社員を取り巻く事業環境は依然

厳しいと言える。さらに，消費税８パーセント引上げに伴う駆け込み需要の反動減も今後予想

され，対応策を講じなければならない。

国際通貨基金（ＩＭＦ）は３月，日本経済の成長に賃金上昇が不可欠だとする研究報告書を

発表し，中小企業や非正規労働者などの賃上げを「アベノミクス」の課題として挙げている。

実質的には，企業の収益力次第で賃上げの可否が左右されてしまうため，政府が掲げる「経済

の好循環」を実効的なものにするためには，中小企業の収益力向上につながる事業環境の改善

が求められる。

また，中小企業のうち８７パーセントを占める小規模事業者が全国で３３４万もあり，有能

な技術力がありながら人材確保や資金繰りに苦しんでいる。

京都においては，伝統産業の慢性的な需要低迷をはじめ，原材料高によるものづくり企業の

先行き不透明感もあり，事業の拡張に踏み切れない小規模事業者の潜在力を発揮することがで

きるよう充実した成長・振興策が不可欠である。

本年は，経済成長を持続的なものにするため，成長の原動力である中小企業が消費税増税や

原材料･燃料高などの厳しい環境を乗り切れるよう，切れ目ない経済対策が必要である。

よって国におかれては，地方の中小企業が好景気を実感するため，下記の対策を講じるよう

強く求める。

記

１ 中小企業の実態を踏まえ，経営基盤の強化策及び資金繰りの安定化策を図ることにより，

収益性・生産性の向上につなげ，賃上げに結びつくよう努めること。

２ 「小規模企業振興基本法案」の趣旨を軸に，国・地方公共団体・事業者の各責務の下で，
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円滑な連携と実効性が高まる制度設計を図ること。

３ 中小企業・小規模事業者においても重要な非正規労働者の正規雇用化を促すよう，キャリ

アアップ助成金などの正規雇用化策を更に周知するなど，従業員の処遇改善を図ること。

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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市会議第３１号

地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を求める意見書の提出に

ついて

地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を求める意見書を次のとおり提出

する。

平成２６年５月３０日提出

提出者 市会議員 井上 与一郎 ほか３６名

自 民 党 市 議 団 ， 公 明 党 市 議 団 ，

無 所 属 （清水）， 無 所 属 （森川）

平成 年 月 日

衆議院議長，参議院議長，内閣総理大臣，

総務大臣，財務大臣，厚生労働大臣 宛て

京 都 市 会 議 長 名

地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を求める意見書

現在，本年度の診療報酬改定や国会における「地域における医療及び介護の総合的な確保を

推進するための関係法律の整備等に関する法律案」の議論により，改めて地域包括ケアシステ

ムの構築がクローズアップされているところである。

全国の自治体では，平成２７年度からの第６期介護保険事業計画の策定に向けて，いわゆる

２０２５年の姿を展望しながら，増加する保険料などに苦慮しながら取組を行っているところ

である。

よって国におかれては，社会保障・税一体改革の円滑な進行のため，本年４月から引き上げ

られた消費税財源を的確に活用しながら，全国の自治体のそれぞれの実情に応じて，国の積極

的な支援を図るよう，下記のとおり要望する。

記

１ 医療・介護・福祉の良質な人材を確保するため，国家戦略として抜本的な対策を講じるこ

と。特に介護人材については，２０２５年に向けて更に１００万人のマンパワーが必要とさ

れており，次期介護報酬改定に向けて的確な対応を行うこと。

２ 今回の診療報酬改定について，在宅訪問診療に係る改定が行われたが，市区町村の現場に

おいて，集合住宅などへの訪問診療が大きな影響を受けることも想定されるため，改定の影

響について実態調査を行い，適切な対応を行うこと。

３ 社会保障・税一体改革の趣旨に沿い，平成２６年度に引き続き，消費税を財源とする財政

支援制度を拡充すること。また，本年度の基金については，趣旨に沿い，適切な配分に留意

すること。

４ いわゆる特養待機者５２万人という数字が発表された。京都市においても，待機者は５，

７３６人に上るものであり，特別養護老人ホームをはじめとする介護基盤整備の推進を図る

ための支援を強化すること。
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５ 自立した生活を送ることが困難な低所得・低資産の要介護高齢者の地域における受け皿づ

くりについて，市区町村への支援を強化すること。

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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市会議第３２号

地域医療・介護推進法案に関する意見書の提出について

地域医療・介護推進法案に関する意見書を次のとおり提出する。

平成２６年５月３０日提出

提出者 市会議員 井坂 博文 ほか２７名

日 本 共 産 党 市 会 議 員 団 ，

民 主 ・ 都み ら い ， 無 所 属 （清水）

平成 年 月 日

衆議院議長，参議院議長，内閣総理大臣，

総務大臣，厚生労働大臣 宛て

京 都 市 会 議 長 名

地域医療・介護推進法案に関する意見書

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律案」が１５日，衆議院本会議で可決され，参議院に送られた。

この法案には，要支援高齢者向け介護サービスを介護保険から外して市町村事業に移管する

ことや，介護保険利用者の負担金の増額，特別養護老人ホームにおける居住費や食費に対する

補助の縮減，新規入所者を原則として要介護３～５の人に限定するなど，地域の介護・医療に

大きな影響を及ぼす１９の法律の改正案が盛り込まれているにもかかわらず，衆議院の厚生労

働委員会で審議されたのはわずか２８時間であり，審議が不十分であると言わざるを得ない。

例えば，今回提案されている介護サービスの市町村への移管については，サービスの担い手

を地域のボランティア等と想定されているが，担い手や受け皿を確保することができない市町

村が多く出てくるのは必至であり，要支援サービスの低下は介護の重度化を招き，これまで日

本が培ってきた「介護予防」の理念に反するものである。そのような不安に対する具体策が明

示されないまま，衆議院において強行採決に踏み切ったことは，断じて許すことができない。

よって国におかれては，地域医療・介護推進法案について関係機関とも協議し，国会におい

ても十分に審議を行い，地域の介護，医療サービスの低下を招くことのないよう強く求める。

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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市会議第３３号

中国・韓国で日本企業が安心して活動することができるための対処を求める意見書

の提出について

中国・韓国で日本企業が安心して活動することができるための対処を求める意見書を次のと

おり提出する。

平成２６年５月３０日提出

提出者 市会議員 青木 よしか ほか１２名

（民 主 ・ 都 み ら い）

平成 年 月 日

衆議院議長，参議院議長，内閣総理大臣，

総務大臣，外務大臣 宛て

京 都 市 会 議 長 名

中国・韓国で日本企業が安心して活動することができるための対処

を求める意見書

本年４月１９日，日中戦争前の船舶の貸出しの賃料を巡っての訴訟で，日本企業の所有する

貨物船を中国の上海海事法院が差し押さえる事態が発生した。その後，当該企業は約４０億円

を供託金として支払ったと報じられている。

韓国でも，昨年１１月に，太平洋戦争中に名古屋市内の軍需工場などで強制労働をさせたと

して，日本企業に賠償の支払いを命じる判決が出されるなど，戦後補償訴訟で日本企業に賠償

を命じる判決が相次いでいる。

我が国としては，中国との間において昭和４７年の日中共同声明，韓国との間においては昭

和４０年の日韓請求権協定において，それぞれ請求権の問題は解決しているとの立場であり，

両国政府もこれまでそのことを認めていた。にもかかわらず，近年になって，中国や韓国にお

いては，民間や個人の請求権は消滅していないとして，日本企業に賠償を求める動きが活発化

している。

現地の裁判所で不当に日本企業に賠償が命じられ，現地に進出する日本企業が現地に有する

財産を差し押さえられるようなことが続発すれば，安心して企業活動が行えない。

よって国におかれては，中国・韓国両政府に対して，一切の戦後補償が終結していることを

強く主張するとともに，進出している日本企業が安心して経済活動を行えるよう保護し，万が

一問題が発生した際には，断固とした態度で臨むことを強く要望する。

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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■ 請願審査結果

（平成26年7月25日現在）

経済総務委員会

受理番号 件 名 受理年月日 処理結果

244～251 集団的自衛権行使容認反対の要請

(244)

26.7.15

(245～251)

26.7.16

26.7.25継続審査

252 集団的自衛権行使容認反対の要請 26.7.16 26.7.25継続審査

253 集団的自衛権行使容認反対の要請 26.7.16 26.7.25継続審査

254 集団的自衛権行使容認反対の要請 26.7.16 26.7.25継続審査

くらし環境委員会

受理番号 件 名 受理年月日 処理結果

237 京都市美術館のアトリエの存続 26.2.18 26.5.20取下げ（陳情に変更）

教育福祉委員会

受理番号 件 名 受理年月日 処理結果

171
リハビリテーションセンター再編に向けての

機能充実
25.9.26 26.7.25継続審査

239 学童クラブ利用料金の値上げ中止 26.2.18 26.7.25継続審査

240 市営保育所の民間移管反対 26.2.18 26.7.25継続審査

242 老人医療費支給制度の拡充 26.2.27 26.7.22取下げ（陳情に変更）

255
子ども・子育て支援新制度導入に当たっての

制度充実
26.7.15 26.7.25継続審査

256 市立病院院内保育所の運営の充実 26.7.16 26.7.25継続審査

まちづくり委員会

受理番号 件 名 受理年月日 処理結果

236 花脊峠トンネルの実現 26.2.17 26.7.25継続審査
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■ 請願等受理及び処理件数一覧

（平成26年7月25日現在）

区 分

受 理 件 数 処 理 件 数

継続

陳

情

受

理

件

数

繰越し 新 計 採 択 不採択
審議

未了
取下げ 計

経済総務委員会 0 11 11 0 0 0 0 0 11 3

くらし環境委員会 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0

教育福祉委員会 4 2 6 0 0 0 1 1 5 0

まちづくり委員会 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0

交通水道消防委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 6 13 19 0 0 0 2 2 17 3
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京都市会海外行政調査（動物愛護）報告書の作成

5月30日，京都市会海外行政調査団が，「人と動物が共生できる都市・京都」の推進強

化に向けた「京都動物愛護センター（仮称）」の整備充実と有効活用に関する海外先進

事例の取組調査に係る報告書を作成した。

■ 特記事項
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